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はじめに 
 

本市は、北西部に国見山や仏頂山などの八溝山系の山々が穏やかに連なり、南西部は吾国山

や愛宕山などの山地丘陵地帯、中央部には佐白山、北山公園といった自然環境を有し、中央部

を貫流している涸沼川などの河川や農地、平地林も広がり、この豊かな自然の恵みを受けなが

ら発展してきました。 

 

本市では、このかけがえのない自然を次世代に引き継ぐとともに、快適で住みよい環境づく

りを推進するため、2008（平成２０）年３月に「笠間市環境基本計画」、2016（平成２８）年３月

に「第２次笠間市環境基本計画」を策定し、「豊かな自然との共生 水と緑の里 かさま」を目指す

将来の環境像として計画を進め、使い捨てプラスチックの削減や、２０５０年までに温室効果ガス

の排出量を実質ゼロにする取り組みなど、環境負荷ゼロへの挑戦をはじめとする様々な施策と

ともに、環境をめぐる社会の動きに合わせて、２０２１（令和３）年３月に計画の見直しを行い、積

極的に計画の推進を図ってきました。 

 

現在、国内外で気候変動や生物多様性の損失など、さまざまな環境問題が深刻化している中

で、脱炭素社会の実現や自然再興（ネイチャーポジティブ）など、環境をめぐる社会動向は大きな

転換期を迎えています。私たちの生活環境においても、地球規模から日常生活に関わる問題ま

で、多岐にわたって影響を受けています。このような背景を踏まえ、本市の環境に関する取り組

みを一層推進するために、わかりやすい計画を念頭に、「第３次笠間市環境基本計画」を策定し

ました。 

 

本計画は、目指す将来の環境像を「自然との共生 かさま」として掲げ、健全な生態系を保全し、

自然の恵みを持続的に享受することのできる、人と自然環境が調和をもって共存するまちを目

指し、市民、事業者、民間団体や滞在者・来訪者、そして市がそれぞれの役割のもと協働し、本市

の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐための取り組みを継続して推進していくものです。皆様

方には、本趣旨をご理解いただき、環境に対しましてより一層のご支援とご協力をお願い申し上

げます。 

 

結びになりますが、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました笠間市環境審議会

委員の皆様をはじめ、アンケート調査や市民ワークショップにご協力いただきました多くの皆様

に心より感謝申し上げます。 

 

 

令和８年３月 
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第１章 環境基本計画とは？ 

 計画策定の背景及び目的 

本市では、２００８（平成２０）年３月に「笠間市環境基本計画」、２０１６（平成２８）年３月に

「第２次笠間市環境基本計画」を策定し、市が目指す望ましい将来像「豊かな自然との共生 水

と緑の里 かさま」の実現に向けて、市民や事業者といった各主体と連携して環境への取組を

推進してきました。 

また、２０２１（令和３）年３月には、ワンウェイプラスチック（使い捨てプラスチック）の削減や

２０５０年カーボンニュートラル1に向けた取組を追加するなど、環境をめぐる社会の動きに合

わせて、計画の見直しを行いました。 

その後も、「生物多様性国家戦略２０２３ー２０３０」（２０２３（令和５）年３月閣議決定）や「第

六次環境基本計画」（２０２４（令和６）年５月閣議決定）といった国の動向など、国内外の環境

をめぐる社会動向が大きく変化していることを踏まえ、市の環境に関する取組の更なる推進

を目的として、「第３次笠間市環境基本計画」（以下「本計画」とします。）を策定します。 

 

 

 計画の位置づけ 

本計画は、「笠間市環境基本条例」第９条に基づき、市の環境の保全及び創造に関する総合

的かつ長期的な施策の方向性を定めるものです。 

また、笠間市総合計画の目標を環境面から実現していく計画としても位置づけます。 

本計画の目標達成に向けて、「笠間市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（２０２４（令

和６）年３月策定）や「笠間市一般廃棄物処理基本計画（中間見直し）」（２０２３（令和５）年３月

策定）、「笠間市都市計画マスタープラン」（２０２２（令和４）年３月改定）といった市の関連計画

と連携しながら取組を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の位置づけ 

  

 
1人間活動により排出される二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量と、森林などによる吸収量を均

衡させ、その排出量を実質的にゼロにすること。 

笠間市環境基本条例 

環境基本法 

第６次環境基本計画 

第３次笠間市環境基本計画 第４次茨城県環境基本計画 

関連分野計画、個別行政計画など 笠間市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

笠間市総合計画 
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 計画の対象範囲 

本計画においては、「自然環境」、「生活環境」、「脱炭素社会」、「循環型社会」、「環境教育・協

働」の５つを軸に、以下の内容を対象範囲とします。 

 

分野 対象 

自然環境 生物多様性／自然景観／公園・緑地 

生活環境 環境管理・公害防止／有害化学物質／暮らしのマナー・モラル 

脱炭素社会 
再生可能エネルギー2／省エネルギー／持続可能なまちづくり／

気候変動への適応 

循環型社会 廃棄物／プラごみ 

環境教育・協働 環境教育・学習／環境保全活動 

 

 

 計画期間 

国内外の環境に関する動向としては、２０１５（平成２７）年に国連総会で採択された「持続可

能な開発のための２０３０アジェンダ」において２０３０（令和１２）年に向けた目標が掲げられて

いるほか、国の「地球温暖化対策計画」（２０２５（令和７）年２月閣議決定）では、２０３０（令和１

２）年度における温室効果ガス3排出量を２０１３（平成２５）年度比４６％削減する目標が掲げ

られるなど、２０３０（令和１２）年度に向けた取組が進められています。 

本計画ではこうした社会情勢を踏まえるとともに、環境課題解決に向けた取組を短期間で

集中的に推進するため、計画期間を２０２６（令和８）年度から２０３０（令和１２）年度までの５

年間とします。 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなど、永続的に利用ができるエネルギーのこと。 
3 大気中の成分のうち、二酸化炭素（CO２）やメタン（CH４）、一酸化二窒素（N２O）、フロン類など、大気

中の熱（赤外線）の一部を吸収する性質を持つガスのこと。地表から放出された熱が逃げにくくなるこ

とにより、気温が上昇する「温室効果」をもたらす。 

第３次笠間市環境基本計画 計画期間 

２０２５ 

年度 

２０２６ 

年度 

２０２７ 

年度 

２０２８ 

年度 

２０２９ 

年度 

２０３０ 

年度 

２０３１ 

年度以降 

 

改定 計画策定 
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 第２次笠間市環境基本計画の取り組み状況 

（1） 施策の取組状況 

第２次笠間市環境基本計画では、６つの環境目標と２２９の環境施策、３４項目の環境指標

を設定し、２０２４(令和６)年度は、各課において１７３の環境施策に取り組みました。 

２０１４（平成２６）年の計画策定時及び２０２４（令和６）年に実施したアンケート結果より得

られた、市民の満足度に関する環境指標の進捗状況を見ると、１４項目の環境指標のうち１１

項目では満足度が上昇する結果となりました。一方、「健全な生態系の維持、生物多様性の確

保に対する満足度」、「自然景観・田園景観の美しさに対する満足度」及び「循環型社会の構築

に対する満足度」の３項目については満足度が計画策定時より低下する結果となっています。 

 

環境施策の取組実績及び市民の満足度に関する環境指標の目標達成度 

環境目標 環境要素 環境指標 単位 

環境施策 

取組実績

（R６） 

満足度アンケート結果 

H２６ R６ 増減 

田園風景が 

美しく豊かな 

自然環境 

水辺 
川や池沼などの水辺のきれいさ

に対する満足度 
％ 62.5 34.0 41.6 ↗ 

農地・里山・

森林 

農地・里山・森林のゆたかさに 

対する満足度 
％ 75.0 52.2 57.2 ↗ 

生態系 
健全な生態系の維持、生物多様

性の確保に対する満足度 
％ 80.0 34.6 30.0 ↘ 

自然景観 
自然景観・田園景観の美しさに

対する満足度 
％ 100 60.0 58.8 ↘ 

自然と文化が 

調和した 

快適環境 

公園・緑地 
身近な公園や緑地の多さ、利用

しやすさに対する満足度 
％ 100 41.0 56.6 ↗ 

街並み 
自然や文化と調和した街並みに

対する満足度 
％ 63.6 28.0 49.8 ↗ 

歴史・文化 
郷土の歴史・文化的資源の保全

状況に対する満足度 
％ 100 33.5 54.1 ↗ 

暮らしのマナ

ー・モラル 

快適に暮らすためのマナー・ 

モラルに対する満足度 
％ 100 22.3 34.6 ↗ 

住み心地がよく

健やかな 

生活環境 

大気環境 
空気のきれいさ、においに 

対する満足度 
％ 90.0 53.7 59.1 ↗ 

音環境 
家の周りの静けさに対する 

満足度 
％ 81.8 57.0 66.1 ↗ 

資源を有効活用

する循環型社会 
廃棄物 

循環型社会の構築に対する 

満足度 
％ 75.0 27.7 26.1 ↘ 

地球温暖化防止

へ貢献する社会 

地球温暖化

対策 

地球環境への貢献に対する 

満足度 
％ 60.7 19.1 22.2 ↗ 

共に考え自ら 

行動する各主体

による 

パートナーシップ 

環境教育・学

習 

学校や地域での環境学習の 

充実度に対する満足度 
％ 63.6 27.8 34.6 ↗ 

パートナーシ

ップ 

市民一人ひとりの環境に対する

意識の高さに対する満足度 
％ 85.7 15.8 18.7 ↗ 

※↗：満足度向上、↘：満足度低下 
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２０２４（令和６）年１２月５日(木)から１２月２５日(水)にかけて、

市内在住の市民及び本市に所在する事業者の皆さまに、環境に関

する意向や要望などを把握することを目的としてアンケート調査を

実施しました。 

 

 

調査方法 市民 事業者 

実施方法 
Ｗｅｂアンケート及び 

公共施設へのアンケート用紙設置 

Ｗｅｂアンケート（希望する事業者へ

はアンケート用紙を送付） 

調査期間 ２０２４（令和６）年１２月５日(木)～１２月２５日(水) 

回答件数 
336 件 

（Ｗｅｂ回答２８３、紙回答５３） 

１２５件 

（Ｗｅｂ回答１２３、紙回答２） 

 

市民に「笠間市の環境について誇りに思うこと」を尋ねたところ、「平地林や農地などの

田園風景」が最も多い結果となりました。また、「水辺（河川や湖沼等）や里山などの身近な

自然の豊かさ」や「散歩や休憩ができる公園があること」と回答した市民の割合は、第２次

笠間市環境基本計画策定時より増加しました。 

 

市の環境について誇りに思うこと（今回結果） 

 

 

環境に関する市民・事業者の意識 

詳しくはこちら 

(笠間市Ｗｅｂサイト) 
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市民に「笠間市の環境や、環境への取組」について、満足度や重要度を尋ねたところ、「空

気のきれいさ、におい」や「ごみの分別・回収方法」といった項目は満足度及び重要度のいず

れも高い結果となりました。 

また、「ごみの不法投棄対策」や「快適に暮らすためのマナー・モラル」などの項目は重要

度が高い一方で満足度が低い結果となっているため、ごみ捨てのマナー向上などの対策に

より一層取り組む必要があります。 

「循環型社会の構築」や「地球環境への貢献」、「健全な生態系の維持、生物多様性の確

保」といった項目については、重要度・満足度ともに低い結果となっていますが、自然との

共生を目指すうえで、各主体の意識醸成を図る必要があることから、本計画においてはこ

れらの分野も主要な施策・取組に位置付けることとします。 

 

笠間市の環境や、環境への取組についての満足度及び重要度 

 

 

地球環境への貢献（地球温暖化

防止対策の充実、再生可能エネ

ルギー利用促進）

クリーンエネルギー自動車の普及（電気

自動車やプラグインハイブリッド車など）

熱中症対策

健全な生態系の維持、

生物多様性の確保

農地・里山・森林

の豊かさ

川や池沼などの

水辺のきれいさ

自然景観・田園景観

の美しさ

鳥獣被害や外来種

への対策

循環型社会の構築（廃棄物の減量化

や適正処理の推進、４Ｒ推進等）

ごみの分別・

回収方法ごみの不法投棄対策

身近な公園や緑地の

多さ、利用しやすさ

自然や文化と調和

した街並み

郷土の歴史・文化的

資源の保全

快適に暮らすための

マナー・モラル

空気のきれいさ、

におい

家の周りの

静けさ

有害化学物質対策（ダイオキシン

類等の拡散防止、情報共有など）

学校や地域での環境

学習の充実度

市民一人ひとりの環境

に対する意識の高さ

市の環境情報の入手しやすさ

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8低

低

高

高

重要度

平均1.170

満足度

平均0.317

 満足度及び重要度の計算方法 

満足度の場合、「不満」＝－２、「やや不満」＝－１、「どちらともいえない」＝０、 

「やや満足」＝＋１、「満足」＝＋２として点数を与え、以下の式により算出（重要度も同様） 

 

｛（「不満」の回答数）×（－２）＋（「やや不満」の回答数）×（－１）＋（「どちらともいえない」の回答数）×

０＋（「やや満足」の回答数）×１＋（「満足」の回答数）×２｝÷全回答者数 
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（2） 重点事業の取組状況 

本市では、第２次笠間市環境基本計画の推進にあたりアクションプラン

を策定し、重点事業を実施してきました。「令和５年度笠間市環境基本計

画年次報告」（２０２５（令和７）年３月）では、重点事業の取組指標３２項目

のうち１０項目で目標を達成し、１３項目で目標に近づいた一方、９項目で

は目標に近づいていないという結果になりました。 

 

 

 各主体の役割 

（1） 市 

⚫ 環境保全や豊かな環境の形成に関する施策を策定し、国や県、市民、事業者、民間団体等

と連携しながら総合的かつ計画的に推進します。 

⚫ 市民や事業者、滞在者・来訪者に対して、環境の保全及び創造に関する情報提供を行いま

す。 

⚫ 市職員への環境教育に取り組むとともに、環境に配慮した行動を率先して実施します。 

 

（2） 市民 

⚫ 環境問題を自分ごととして捉え、積極的に理解を深めます。 

⚫ 日常生活において、廃棄物の発生の抑制など、環境負荷の低減に努めます。 

⚫ 市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力します。 

 

（3） 事業者 

⚫ 事業活動に伴う公害の防止と、自然環境の保全に必要な措置を講じます。 

⚫ 事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制するとともに、排出される廃棄物を適正に処理しま

す。 

⚫ 市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に協力します。 

 

（4） 民間団体 

⚫ 環境保全活動により、市の環境問題の解決に向けた取組の模範となります。 

⚫ 環境に関する専門的な知識を活かし、市や事業者と連携を図りながら、各主体への環境

保全に関する意識啓発を行います。 

 

（5） 滞在者・来訪者 

⚫ 観光やレクリエーションなどの目的で笠間市に滞在・訪問する際は、環境負荷の低減や環

境保全に自ら努め、市が実施する施策に積極的に協力します。 

  

詳しくはこちら 

(笠間市Ｗｅｂサイト) 
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第２章 環境問題の現状は？ 

 国際的な動向 

環境全般 持続可能な開発目標（SDGｓ） 

２０１５（平成２７）年の国連サミットにおいて「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」

が採択され、２０３０（令和１２）年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標「持続可能

な開発目標（Sustainable Development Goals ： SDGs）」が掲げられました。 

SDGs（エス・ディー・ジーズ）は、「誰ひとり取り残さない」ことを目指し、すべての国が一丸

となって達成すべき１７の目標と１６９のターゲットで構成されています。 

 
持続可能な開発目標（SDGs）の１７の目標 

出典：国際連合広報センター 

 

自然環境 自然再興（ネイチャーポジティブ） 

２０２２（令和４）年１２月に開催された生物多様性条約第１５回締約国会議（COP１５）にお

いて、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。その中で、２０３０（令和１２）

年までに生物多様性4の損失を止めて回復させる「自然再興（ネイチャーポジティブ）」の考え

方が掲げられるとともに、２０３０（令和１２）年までの行動目標として、30by30（サーティ・バ

イ・サーティ）目標5を含む２３個のグローバルターゲットが設定されました。 

 

２０３０（令和１２）年までのネイチャーポジティブへの軌跡 

  

 
4 生きものがもつ様々な個性やつながりのこと。 
5 ２０３０（令和１２）年までに陸と海の３０％以上を自然環境エリアとして保全するという目標。 

出典：IUCN 日本委員会Ｗｅｂサイト 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 
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脱炭素社会 温室効果ガス排出量実質ゼロ（カーボンニュートラル） 

産業革命6以降、私たち人間は化石燃料を大量に使用するようになり

ました。化石燃料の燃焼や森林破壊により、二酸化炭素や一酸化二窒素

などの温室効果ガスが大量に排出され、観測史上最も早いペースで地球

温暖化が進行しています。 

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が２０２３（令和５）年３月に公

表した第６次評価統合報告書では、人間活動が温室効果ガスの排出など

を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がないとされて

います。 

２０１５（平成２７）年、国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（COP２１）において採択

された「パリ協定」では、 

✓ 世界の平均気温上昇を産業革命前に比べて２℃より十分低く保ち、１．５℃に抑える努

力をする 

✓ ２１世紀後半には、温室効果ガスの人為的な排出量と森林などによる吸収量のバラン

スをとる（カーボンニュートラル） 

といった世界共通の目標が掲げられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環型社会 循環経済（サーキュラーエコノミー） 

産業革命以降、大量生産・大量消費型の社会

が広がり、気候変動や生態系の破壊、不法投棄

といった様々な環境問題を引き起こしていま

す。製造から廃棄まで一方通行型の線形経済

（リニアエコノミー）7から、限りある資源を持続

可能な形で利用する循環経済（サーキュラーエ

コノミー）8への移行が重要とされています。 

 

 

  

 
6 １８～１９世紀にイギリスを中心に始まった、技術革新による産業の発展及びこれに伴う社会・経済の

大改革のこと。 
7 製品を製造し、利用後に廃棄する大量生産・大量廃棄型の経済活動のこと。 
8 資源投入量や消費量を抑制し、限りある資源を持続可能な形で利用する経済活動のこと。 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 

循環経済のイメージ図 
出典：環境省の図を元に作成 

カーボンニュートラル 
出典：環境省 

線形経済 

（リニアエコノミー）  

循環経済 

（サーキュラーエコノミー） 
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 国の動向 

環境全般 高い生活の質（ウェルビーイング） 

２０２４（令和６）年５月に閣議決定された「第六次環境基本計画」では、

気候変動、生物多様性の損失及び汚染（海洋プラスチックごみによる汚

染など）という３つの世界的危機に直面していることが指摘され、「環境

保全」を通じた「現在及び将来の国民一人一人の生活の質、幸福度、ウェ

ルビーイング9、経済厚生の向上」、「人類の福祉への貢献」を目的として、

「地域循環共生圏10」の構築といった政策を展開することとしています。 

 

自然環境 自然共生サイト 

２０２３（令和５）年３月に閣議決定された「生物多様性国家戦略２０２３

-２０３０」は、３０ｂｙ３０目標等の達成による２０３０（令和１２）年の自然

再興（ネイチャーポジティブ）実現を目指すものです。 

３０by３０目標の達成に向けて、国では２０２３（令和５）年に自然共生

サイトの認定を開始しており、２０２５（令和７）年時点で３２８カ所が自然

共生サイトに認定されています。 

また、２０２４（令和６）年３月には「地域における生物の多様性の増進

のための活動の促進等に関する法律案」が閣議決定され、ネイチャーポジティブの実現に向け

て、以下の認定制度の創設等の措置が講じられています。 

✓ 企業等が作成する、地域の生物多様性の維持・回復・創出に資する計画の認定制度 

✓ 市町村がとりまとめ役として地域の多様な主体と連携して行う活動の認定制度 

 

 
３０ｂｙ３０ロードマップ 

※２０２４（令和６）年８月現在の保護地域等の割合は、陸域２０．８％、海域１３．３％ 

出典：環境省 

  

 
9 「身体的な健康」、「精神的な健康」、「社会的充足感」の３つの要素が満たされている状態のこと。 
10 地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業（ローカル SDGs 事業）を生み出しつづけ

ることで地域課題を解決していき、自立した地域の形成と、地域の個性を生かして地域同士が支え合う

ネットワークの形成による「自立・分散型社会」を示す考え方。 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 

詳しくはこちら 

(環境省Ｗｅｂサイト) 
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脱炭素社会 ２０５０年カーボンニュートラル宣言 

２０２０（令和２）年１０月、国はパリ協定の目標等を踏まえ、２０５０年カーボンニュートラル

を目指すことを宣言しました。これを受け、２０２１（令和３）年６月に策定された「地域脱炭素ロ

ードマップ」は、地域が主役となり、地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭

素の実現を目指すものです。これを踏まえ、意欲と実現可能性が高い地域からその他の地域

に脱炭素への取組が広がっていく「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとして「脱炭素先行地域」の

選定が進められています。 

また、２０２５（令和７）年２月１８日に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、カーボン

ニュートラル実現に向けた目標として、温室効果ガス排出量を２０１３（平成２５）年度比で２０

３５（令和１７）年度に６０％、２０４０（令和２２）年度に７３％削減とする新たな目標を設定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策計画の温室効果ガス削減目標 

出典：環境省資料「地球温暖化対策計画の概要」 

 

 

循環型社会 循環経済への移行 

２０２４（令和６）年８月に閣議決定された「第五次循環型社会形成推進基本計画」は、気候

変動や生物多様性保全といった環境面に加え、産業競争力強化・経済安全保障・地方創生・質

の高い暮らしの実現にも貢献するものとして、循環経済への移行を前面に押し出しています。 

循環型社会の形成に向けて、国や地方公共団体、国民、NPO・NGO、事業者等多様な主体

が連携・協働して取り組む必要があるとしています。 
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 茨城県の動向 

自然環境 湖沼の水質保全 

本市が流域に含まれる霞ケ浦や涸沼は、生活排水や工場・事業場

排水の流入といった人の活動の影響を受けて、水質汚濁などの問題

を抱えています。 

茨城県は、２０２１（令和３）年３月に「涸沼水質保全の対応方針 —

豊かな恵み、いこいの水辺 涸沼—」、２０２２（令和４）年３月に「霞ケ

浦に係る湖沼水質保全計画」を策定し、湖沼の水質改善に向けた取

組を推進しています。 

 

脱炭素社会 いばらきエコスタイル 

茨城県では、環境に配慮したライフスタイルの定着による脱炭素社会

の実現を目指し、県民運動「いばらきエコスタイル」の普及啓発を推進し

ています。 

ライフスタイルを見直し、家庭や職場、移動時の省エネに取り組むこと

で、地球温暖化対策につながるだけでなく、家計にもやさしい取組とな

っています。 

 

 

身近に取り組める省エネ行動 

出典：茨城県 

  

詳しくはこちら 

(茨城県Ｗｅｂサイト) 

涸沼の水質保全について 

(茨城県Ｗｅｂサイト) 
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移動のエコスタイル 

出典：茨城県 

 

循環型社会 いばらきフードロス削減プロジェクト 

２０２１（令和３）年７月に「いばらきフードロス削減プロジェクト」を立ち上げ、賞味期限間近

の食品や規格外農産物の活用促進等に取り組んでいます。 

２０２５（令和７）年７月からは、県内食品５業態の事業者・団体がフードロス削減の取組の実

施を宣言する「いばらきフードロス削減取組宣言」の募集を始めており、宣言した事業者・団体

を「いばらきフードロス削減パートナー」として、その取組を紹介しています。 

 

いばらきフードロス削減プロジェクト 

出典：茨城県 

  

詳しくはこちら 

(茨城県Ｗｅｂサイト) 
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第３章 本市が目指す将来の環境像は？ 

 本市が目指す将来の環境像 

本計画を推進するにあたり、各主体が積極的かつ主体的に環境保全活動に取り組むことの

できる、簡潔でわかりやすい目標を市民・事業者と共有するため、本計画の策定にあたり実施

した市民・事業者アンケートや市民ワークショップの結果も踏まえ、本市が目指す将来の環境

像は以下のとおりとします。 

 

  

  

 

◆ 自然との共生 

本市は、市域の中央部を貫流する涸沼川などの河川、愛宕山や佐白山といった山々、

市内に広がる農地など、豊かな自然に囲まれ、その恵みを受けながら発展してきました。

日本一の栽培面積を誇る栗をはじめとした、農耕地などの里山環境、本市が誇る稲田み

かげ石や伝統工芸品である笠間焼の原料となる粘土など、本市の豊かな自然は、わたし

たちの暮らしを支えるとともに、心を癒すかけがえのない財産です。環境保全の取組を継

続することで健全な生態系を保全し、自然の恵みを持続的に享受することのできる、人間

社会と自然環境が調和を図りながら共存するまちを目指します。 

 

  
 

本計画の策定にあたり、２０２５（令和７）年６月

７日に、市内在住の方を対象としたワークショップ

を開催しました。 

ワークショップでは、「市の環境を守るための取

組について考える」というテーマを設けて意見を

交わすとともに、本市の目指す将来の環境像につ

いて考えていただきました。 

本計画の策定に向けて市民ワークショップを開催しました 

市民ワークショップ開催風景 

つつじ公園 

北山公園 

泉地区から見た愛宕山 

上郷地区から見た難台山 
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本市が目指す将来の環境像 
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◆ イラストで描いた、将来の笠間市をかたちづくる主な取組・要素について 

前ページに掲載した、本市が目指す将来の環境像をイメージしたイラストについて、描

かれている取組・要素を環境分野ごとに整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野 要素 

① 自然環境 

環境にやさしい農業 

自然・文化と調和した街並みの保全・形成 

公園・緑地の活用                       など 

② 生活環境 

環境の美化 

ペットの適切な飼育方法等のルールやマナー 

                                  など 

③ 脱炭素社会 

再生可能エネルギーの自家消費 

省エネルギーの推進 

                                  など 

④ 循環型社会 

ごみ減量化の取組 

プラスチックの排出抑制 

                                  など 

⑤ 環境教育・協働 
環境教育・学習への参加 

                                  など 

 

  

②

2 

 

④ 
① 

③ 
③ 

②

2 

 

④ 

① 

③ 

⑤ 

③ 

① 

① 

④ 

① 

① 

②

2 

 

① 

① 
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 環境目標と施策体系 

（1） 環境目標 

本市が目指す将来の環境像を実現するため、５つの環境分野ごとに環境目標とそれを達成

するための取組方針を定めました。 

第４章では、それぞれの環境目標の達成に向けて、取組方針に基づく主要施策や、具体的な

行動内容等を展開するとともに、環境指標を設定します。環境指標の目標値達成に向けては、

重点事業アクションプランで関連する取組を設定するなど、計画的に施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

  

自然との共生 

かさま 

 

田園風景が美しく 

文化と調和した 

自然環境 

住み心地がよく 

健やかな 

生活環境 

地球温暖化 

防止へ貢献する 

脱炭素社会 

資源を有効活用

する循環型社会 

共に考え自ら 

行動する各主体 

による協働 
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（2） 施策体系 

目指す将来の環境像 自然との共生 かさま 

 

環境目標 環境要素 取組方針 

１．田園風景が美しく 

文化と調和した 

自然環境 

1-1 生物多様性 
生物多様性の保全・回復を目指し、健全な

生態系を維持します 

1-2 自然景観 
美しい自然景観・田園景観を保全・創造し

ます 

1-3 公園・緑地 
潤いと安らぎを与える公園・緑地を保全・

活用します 

２．住み心地がよく 

健やかな生活環境 

2-1 環境管理・公害防止 環境汚染や公害を未然に防ぎます 

2-2 有害化学物質 有害化学物質から健康を守ります 

2-3 暮らしのマナー・モラル 
誰もが快適に暮らせるまちづくりを進め

ます 

３．地球温暖化防止へ 

貢献する脱炭素社会 

3-1 再生可能エネルギー 
再生可能エネルギー導入により、市全体へ

のエネルギーの自家消費を進めます 

3-2 省エネルギー エネルギーの有効利用を推進します 

3-3 持続可能なまちづくり 
住みやすく、働きやすく、災害に強い、持

続可能な地域づくりを推進します 

3-4 気候変動への適応 
気候変動による影響に対して、適応策に

取り組みます 

４．資源を有効活用 

する循環型社会 

4-1 廃棄物 ４R を推進し、ごみの排出量を減らします 

4-2 プラごみ 

環境負荷ゼロへの挑戦（プラスチックごみ

ゼロ宣言）のもとプラスチックの排出抑制

及びリサイクルを推進します 

５．共に考え自ら 

行動する各主体 

による協働 

5-1 環境教育・学習 
環境保全について自ら考え、行動できる

人を育てます 

5-2 環境保全活動 
各主体の活動を活性化し、主体間の連携・

協力を推進します 
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第４章 私たちは何をするの？ 

 田園風景が美しく文化と調和した自然環境 

関連する 

SDGs のゴール 
       

 

 

豊かな自然環境が保全され、多種多様な生物が生息しており、一人ひとりが生物多様性の

重要性を認識し、身近な自然の保全に取り組んでいます。 

また、各自が良好な景観形成に協力し、歴史・文化的資源を保全する取組に参加しています。 

 

 

 

 

⚫ 生物多様性の保全・回復 

里地里山は、食料や木材といった自然資源の供給、景観形成や水源涵養11、多様な動植物

の生息・生育場所となるなど、人にも生きものにも重要な財産です。生態系の保全だけでなく、

これまで継承されてきた市の文化を守るためにも、有機農業をはじめとした環境にやさしい

農業に取り組むなど、里地里山の保全・回復が必要です。 

 

⚫ 野生鳥獣や外来生物による被害防止 

イノシシなどの野生鳥獣による農作物への被害に対しては、笠間市鳥獣被害対策実施隊や

地域捕獲団体による有害鳥獣捕獲や防除設備の設置支援を継続する必要があります。 

また、特定外来生物12による、農作物への被害や在来種（昔から笠間市にいた動植物）の減

少が懸念されます。市では毎年、民間団体を中心として「オオキンケイギク抜き取り作戦」を実

施しています。今後は市民や事業者といった各主体も、身近な場所の環境に関心を持ち、特定

外来生物を発見した際の通報など適切な処置を行っていく必要があります。 

 

 

  

 
11 森林において、雨水が土壌に浸透して蓄えられ、時間をかけて流れていくことによる、渇水や洪水の

緩和や、水質の浄化といったはたらきのこと。 
12 海外起源の外来種のうち、生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、または及ぼ

すおそれがあるもの。笠間市では、オオキンケイギクやツヤハダゴマダラカミキリ、アライグマなどが確認

されている。 

目指す笠間市の姿 

現状と課題 
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環境要素 取組方針 

1-1 生物多様性 生物多様性の保全・回復を目指し、健全な生態系を維持します 

1-2 自然景観 美しい自然景観・田園景観を保全・創造します 

1-3 公園・緑地 潤いと安らぎを与える公園・緑地を保全・活用します 

 

  

 

本市では、持続可能な農業の振興と環境負荷低減のため、有機農業

をはじめとした「環境にやさしい農業」を地域全体で推進していくこと

を目的として、「笠間市有機農業実施計画」を策定するとともに、２０２

４（令和６）年１２月に「オーガニックビレッジ宣言」を行いました。 

オーガニックビレッジとは、国の「みどりの食料システム戦略」を踏ま

えて、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず事業者

や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみの取組を進める市町村の

ことです。 

今後は、「笠間市有機農業実施計画」を基に、有機米の学校給食への提供を足掛かりとし

て、市民への認知度の向上や地産地消の実現を目指すとともに、市内観光施設等との連携

により、笠間市産有機農産物のブランド化を目指します。 

 

  
水稲有機栽培技術講習会の様子         田んぼでの生きもの調査の様子 

オーガニックビレッジ宣言を行いました 

詳しくはこちら 

(笠間市Ｗｅｂサイト) 

環境要素と取組方針 
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環境要素 取組方針 

1-1 生物多様性 生物多様性の保全・回復を目指し、健全な生態系を維持します 

 

 

生物多様性の保全・回復に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 河川流域の美化清掃活動などにより、良好な水辺環境を保全します。 

⚫ 水辺の生態系を保全・回復するため、河川やため池等の施設を適切に管理します。 

⚫ 環境にやさしい農業を推進します。 

⚫ 自然環境調査等により地域の生態系の把握に努めます。 

⚫ 外来種や有害鳥獣等の定着予防・防除等により、野生動植物の適切な保護に努めます。 

⚫ 子どもたちが生物多様性について学習できる機会を設けます。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・良好な自然環境の維持管理に協力します。 

・特定外来生物について知識を深めるとともに、県や市への通報など適切な処置を行います。 

・生物多様性の保全・回復について自発的に学習・実践します。 

市民に期待する役割 

・ビオトープ13の整備に参加・協力します。 

・森林所有者は、森林管理に努め、健全で豊かな森林を保全します。 

・外来種を持ち込んだり、放したりしません。 

事業者に期待する役割 

・河川等の整備に際しては、自然植生を破壊しないよう十分注意するとともに、生態系に配

慮した多自然型の整備工法の採用に努めます。 

・開発事業においては、周辺環境への影響を抑えるよう配慮します。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

自然共生サイト認定サイト数 箇所 0 ３ 

本市における３０by３０達成状況 

（自然環境エリアの保全） 
％ 26.6 30 

 

  

 
13 生物が生息する空間のこと。池沼、湿地、草地、里山林など様々なタイプのビオトープがある。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 
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環境要素 取組方針 

1-2 自然景観 美しい自然景観・田園景観を保全・創造します 

 

 

自然景観・田園景観の保全・創造に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 本市の水と緑の資源を活かし、田園・集落・里山・山林を一体とした自然景観の保全・充

実に努めます。 

⚫ 市内に所在する自然公園や環境保全地域における施設やコースの美化を通じて、自然

公園の保全・活用を推進します。 

⚫ 郷土の歴史・文化的資源の保全・継承や、自然・文化と調和した街並みの保全・形成に

向けた取組を推進します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・まちの美化や緑化など、景観形成・保全対策に協力します。 

・自然や景観に関する学習活動やイベントに参加・協力します。 

・自然観察会に参加・協力し、自然と共生する上でのマナーの向上に努めます。 

・自然環境を活かした公園づくりや公園等の美化活動に参加・協力します。 

事業者に期待する役割 

・開発事業を行う際は、景観保全対策を実施します。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

環境保全の重要性啓発を目的とした植樹面積※ ha 10 12 

※カスミ共感創造の森植樹祭（主催：株式会社カスミ）における植樹面積。 

  

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 

愛宕山での植樹祭の様子 
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環境要素 取組方針 

1-3 公園・緑地 潤いと安らぎを与える公園・緑地を保全・活用します 

 

 

公園・緑地の保全・創造に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 公園の周辺環境整備等を通じて、既存公園の活用を推進します。 

⚫ 屋敷林や社寺林等の保全等、市街地の緑化を推進します。 

⚫ 公共施設や沿道の緑化等を通じて、公共空間等の緑化を推進します。 

⚫ 身近な公園や緑地の安心・安全な利用に向けた維持管理など、みどりのまちづくりを

支える体制づくりに取り組みます。 

⚫ 「笠間市公園等適正配置計画」に基づき、持続可能で魅力ある空間づくりを推進します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・市が行う、公園づくりや緑化推進に関する地区の検討・指定に協力します。 

・屋敷林や社寺林、平地林、里山などの維持管理及び保全に参加・協力します。 

・都市緑化祭に参加・協力します。 

・公園の維持管理（美化・緑化活動）に参加・協力します。 

・街路樹などの植栽に関する検討に参加・協力するとともに、その維持管理（落ち葉の清掃

や里親制度の参加等）に協力します。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

市民と行政の協働による維持管理公園 箇所 7 7※ 

※笠間市都市公園グリーンパートナー制度14に基づいて市民団体の協働により維持管理している公園。高齢化等

により維持管理継続が困難となっていることから、現状維持を目標とした数値。 

 

  

 
14 公園の美化、維持管理等を行う地域の団体に対し報奨金を交付することで、市民が公園を快適かつ

安全に利用できるようにするとともに、市民の自主的な活動の推進を図る制度。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 

鯉淵公園 いなだふれあい公園 
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 住み心地がよく健やかな生活環境 

関連する 

SDGs のゴール 
      

 

 

大気汚染や水質汚濁、騒音、土壌汚染など、身の回りの環境問題が抑制され、人の健康や良

好な生活環境が維持されています。また、一人ひとりが環境美化活動に取り組み、ごみのポイ

捨てや不法投棄のない美しい街並みが保全されています。 

 

 

 

⚫ 環境汚染や公害の防止 

水質や大気、騒音・振動、悪臭など、公害を未然に防止するための取組を継続して実施して

いますが、事業活動による健康被害等に関する不安の声が寄せられています。良好な生活環

境を保全し、市民の健康で安全かつ快適な生活を確保するためにも、関係機関とも連携し、環

境汚染や公害に対して監視や指導を強化する必要があります。 

 

⚫ ごみのポイ捨てや不法投棄の撲滅 

本市では毎年、不法投棄ボランティア監視員によるパトロールや、区長会や民間団体の協力

のもと実施しているクリーン作戦など、不法投棄回収の取組を推進していますが、未だにポイ

捨てや不法投棄が後を絶ちません。これらの取組を引き続き実施しつつ、美化・清掃活動の強

化や監視の目を増やすことで、ポイ捨てや不法投棄をしにくいまちづくりの推進が必要です。 

 

⚫ ペットの飼育放棄ゼロ 

茨城県動物指導センターによると、２０２４（令和６）年度の本市における犬猫収容頭数は、

犬が７０頭（うち子犬４５頭）、猫が４９頭（うち子猫４６頭）となっています。 

ペットを最後まで責任をもって飼うといった適正飼養の普及啓発や、犬と猫のマイクロチッ

プ装着の徹底、飼い主のいない猫に対して不妊去勢手術を行うＴＮＲ活動15といった取組を推

進し、飼育放棄されるペットを減らしていく必要があります。 

 

 

 

環境要素 取組方針 

2‐１ 環境管理・公害防止 環境汚染や公害を未然に防ぎます 

２‐2 有害化学物質 有害化学物質から健康を守ります 

2‐3 暮らしのマナー・モラル 誰もが快適に暮らせるまちづくりを進めます 

 
15 飼い主のいない猫に対して、捕獲（Trap）、不妊去勢手術（Neuter）、元に戻す（Return）を実施す

ることで、一代限りの命を全うさせ、地域の猫の繁殖を抑制する活動。 

目指す笠間市の姿 

環境要素と取組方針 

現状と課題 
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環境要素 取組方針 

2‐１ 環境管理・公害防止 環境汚染や公害を未然に防ぎます 

 

 

良好な生活環境の維持・保全に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 野焼きの防止等、家庭における大気汚染対策を推進します。 

⚫ 大気汚染防止法に基づく規制・指導により、事業所における大気汚染対策を推進します。 

⚫ 水質汚濁防止法等に基づく規制・指導により、事業所における水質汚濁防止対策を実

施します。 

⚫ 井戸及び井戸水（地下水）の適正管理を促進します。 

⚫ 騒音規制法や振動規制法等に基づく規制・指導等により、事業活動に伴う騒音・振動対

策を推進します。 

⚫ 事業所や家庭における悪臭防止対策を推進します。 

⚫ 土壌・地盤環境の保全に向けて、関係機関と連携した監視体制を整備します。 

⚫ 工場・事業所等における事業活動に対して、土壌汚染対策法や笠間市土砂等による土

地の埋立て等の規制に関する条例に基づく規制・指導を推進します。 

⚫ 調査や規制・指導、苦情に対する相談窓口等、関係機関と連携した環境管理・公害防止

体制を整備します。 

⚫ 事業活動において、法令適用外の行為であっても、周辺の生活環境に影響を与えない

対策を講じるよう指導します。 

⚫ 環境汚染や公害に対する地域住民の不安を解消するための方策を検討します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・エアコンや冷蔵庫など、フロンを使用する機器の適正な廃棄及び処理に努めます。 

・除草剤や害虫駆除剤等の管理や使用回数、使用量などは、使用上の注意事項を確認し、遵

守します。 

・水源かん養林の保全活動に参加・協力します。 

・井戸を所有している家庭・事務所では、その適正管理に努めるとともに、井戸水（地下水）

汚染に対し関心を持ち、定期的に井戸水調査を実施します。 

・使用済み食用油は適正に処理します。 

・市等が行う土壌や地下水等の調査に協力します。 

市民に期待する役割 

・家庭ごみなどは適正に処理し、野焼きは行いません。 

・生活雑排水の適正処理に努めるとともに、浄化槽を定期的に整備・点検します。 

・石けんや洗剤は環境にやさしい製品を選択し、適正な量を使用するよう努めます。 

・近隣の迷惑とならないよう、楽器の演奏やカラオケは時間に配慮するとともに、ペットの

鳴き声のしつけなどを適切に行います。 

 

  

各主体に期待する役割 

施策展開の方向性 
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事業者に期待する役割 

・大気汚染防止法を遵守し、工場や事業所では適正な燃料を使用するとともに、立ち入り検

査に協力し、改善指導に従います。 

・悪臭防止法を遵守し、工場や事業所における悪臭防止に努めます。 

・建設工事等においては、環境配慮型の建設機械（低騒音、低振動、低排出ガス）の使用に

努めます。 

・適切な設備設置や維持管理、作業方法に努め、汚濁排水を流さないように適切に処理し

ます。 

・騒音規制法や振動規制法を遵守し、騒音や振動を発生する設備等の適切な配置・維持管

理を行うとともに、深夜営業等を行う際は、近隣の迷惑とならないよう配慮します。 

・農業従事者は、化学肥料や農薬の使用量を減らした「環境にやさしい農業」に取り組みます。 

・土壌汚染防止法を遵守し、工場や事業所では土壌汚染の防止に努めます。 

・敷地内の緑地を管理する際は、適正な農薬使用に努めます。 

・環境保全の取組に関する事業者間の情報交換や交流に努めます。 

・公害防止の設備・機器の導入に努めます。 

・法令適用外の事業活動であっても、周辺の生活環境に影響を与えないよう対策を講じます。 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

合併浄化槽（処理人口普及率）※ ％ 29.6 34.3 

河川の水質基準達成率 ％ 90.7 100 

※笠間市の人口に対する、合併浄化槽の導入人口の割合。 

 

  

環境指標 

 

本市では、リサイクル部品を使用して

廃車を再生利用した車両「アップサイク

ルカー」を導入しました。アップサイクル

カーを用いて、市内の不法投棄の監視

や道路上のポイ捨てごみなどの回収を

行うとともに、廃棄物の発生抑制や資

源の有効活用をＰＲしています。 

環境に配慮した「アップサイクルカー」 
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環境要素 取組方針 

２‐2 有害化学物質 有害化学物質から健康を守ります 

 

 

有害化学物質対策に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 有害化学物質について、関係機関と連携した情報収集・提供体制を整備します。 

⚫ 大気汚染防止法に基づきアスベスト16飛散防止対策を推進するとともに、除草剤や害

虫駆除剤、事業活動に使用する薬品や建材等の化学物質の適正使用・適正管理を促進

します。 

⚫ 廃棄物処理におけるダイオキシン類17対策を推進します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・新たな環境問題に関する正しい知識を得て、日常生活や事業活動に活かします。 

・除草剤や害虫駆除剤等の管理や使用回数、使用量などは、使用上の注意事項を確認し、遵

守します。 

市民に期待する役割 

・住宅を新築、改築する際は、安全な建材使用（ホルムアルデヒド対策等）に留意します。 

・家庭ごみや庭木の剪定枝などは適正に処理し、野焼きは行いません。 

事業者に期待する役割 

・事務所や工場などを新設、更新する際などは、解体建築物の適正処理（アスベスト対策等）

や、安全な建材使用（ホルムアルデヒド対策等）に留意します。 

・化学物質を扱う事業所では、化学物質を適正に管理・使用します。 

・廃棄物処理施設等の維持管理やダイオキシン類対策を徹底するとともに、排ガスに含まれ

るダイオキシン類の定期調査を継続して実施します。 

・農林業に伴う焼却は適正に行い、原則として廃棄物処理法で定められた基準以外の焼却

炉での焼却や野焼きは行いません。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

特定施設におけるダイオキシン類の排出基準達成率 ％ １００ 100※ 

※市域内のごみ処理施設等において、ダイオキシン類の排出基準達成の現状を維持することを目標とした数値。 

  

 
16 天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、石綿（せきめん、いしわた）とも呼ばれる。断熱性や耐摩耗性

といった特性を持っていることから建材などに使用されてきたが、呼吸により肺の中に入ることで肺

線維症（じん肺）などの病気を引き起こすおそれがあることから、現在は製造等を禁止されている。 
17 ポリ塩化ジベンゾジオキシン（PCDDｓ）、ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦｓ）、コプラナーポリ塩化ビ

フェニル（Ｃｏ-ＰＣＢｓ）という３種類の物質群の総称で、物が燃焼する際に発生する。多量にばく露する

ことで、健康への影響が懸念される。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 



 

28 

環境要素 取組方針 

2‐3 暮らしのマナー・モラル 誰もが快適に暮らせるまちづくりを進めます 

 

 

快適に暮らせるまちづくりに向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 家庭や事業所における環境意識の高揚や近隣に配慮したマナーやルールの普及を促進

します。 

⚫ 不法投棄の防止や環境美化に向けて、不法投棄やポイ捨て対策を推進します。 

⚫ 市民・事業者と協力した市内の環境美化活動を推進します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・笠間市すみよい環境条例の主旨を理解し、ごみのない清潔で美しいまちづくりに参加・協

力します。 

・不法投棄監視のボランティアに参加･協力します。また不法投棄や不適切なごみ排出など

を発見した場合は､速やかに市に連絡します｡ 

・道路や排水路の清掃、クリーン作戦などの環境美化活動に参加します。 

・暮らしのマナー・モラルについて、自発的に学習・実践します。 

市民に期待する役割 

・近隣に配慮し、迷惑をかけないための暮らしのルールやマナーを順守します。 

・ペットの適切な飼育方法等のルールやマナーを順守します。 

事業者に期待する役割 

・開発事業を実施する際は、廃棄物や残土の適正処理を徹底するなど、周囲の環境への影

響に配慮します。 

来訪者に期待する役割 

・持ち込んだごみは自宅に持ち帰り、適切に処分します。 

・市内の施設等はきれいに使用します。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

ごみ集積ボックス新設・改築 箇所 １８ 20 

犬猫収容頭数 頭 119 70※ 

※犬猫の適正飼養を普及啓発することにより、飼育放棄されることなく、茨城県動物指導センターへの収容頭数を

減らすことを目標とした数値。 

  

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 
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 地球温暖化防止へ貢献する脱炭素社会 

関連する 

SDGs のゴール 
       

 

 

省エネ設備の導入や自家消費のための太陽光発電設備の設置が進み、温室効果ガスの排

出量が抑えられた、脱炭素型のまちになっています。また、気候変動への適応が進み、生活へ

の影響が最小限となっています。 

 

 

 

⚫ 再生可能エネルギーの導入や省エネ行動による脱炭素社会の実現 

本市では、環境に配慮した移動手段として、小型電気自動車やＥＶ軽自動車の導入、シェア

サイクル18の運用を行っています。また、太陽光発電・蓄電システム設置に対する補助金の交

付、省エネ行動の普及啓発に取り組んでいます。 

今後も市民や事業者への支援を継続するとともに、二酸化炭素吸収源となる森林の適切な

整備も推進する必要があります。 

一方で、古くなった太陽光パネルについては、今後、多くが更新時期を迎えることから、リサ

イクルなど適正な対応を行うよう、市民・事業者に促していく必要があります。 

 

⚫ 気候変動への適応 

地球温暖化に伴う気候変動により、極端な高温や大雨の発生頻度や強度が増加すると予測

されており、本市においても、熱中症や感染症拡大などの健康被害、農作物への影響等が懸

念されています。公共施設や民間施設への指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）の指定

や、気候変動に合わせた品種改良や作物の転換など、各分野における対策の推進が必要です。 

 

 

 

環境要素 取組方針 

3-1 再生可能エネルギー 
再生可能エネルギー導入により、市全体へのエネルギ

ーの自家消費を進めます 

3-2 省エネルギー エネルギーの有効利用を推進します 

3-3 持続可能なまちづくり 
住みやすく、働きやすく、災害に強い、持続可能な地域

づくりを推進します 

3-4 気候変動への適応 気候変動による影響に対して、適応策に取り組みます 

  

 
18 自転車をシェア（共有）し、必要なタイミングで自転車を利用する仕組みのこと。 

目指す笠間市の姿 

環境要素と取組方針 

現状と課題 
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環境要素 取組方針 

3-1 再生可能エネルギー 
再生可能エネルギー導入により、市全体へのエネルギ

ーの自家消費を進めます 

 

 

再生可能エネルギーの自家消費による温室効果ガス排出量削減に向けて、以下の方向性に

基づいて取組を推進します。 

⚫ 公共施設において、再生可能エネルギー由来の電力や再生可能エネルギー設備の積極

的な導入を推進します。 

⚫ 建造物への再生可能エネルギーの導入等、景観への配慮を含めた環境負荷の少ないエ

ネルギー利用を推進します。 

⚫ 現在開発が進められている次世代型太陽電池（ペロブスカイト太陽電池19など）の導入

を積極的に検討します。 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・電気の契約について、再生可能エネルギー割合が１００％の電気プラン導入を検討します。 

・再生可能エネルギーの利用について、自発的に学習・実践します。 

市民に期待する役割 

・住宅の屋根に太陽光発電設備を設置するなど、再生可能エネルギーにより発電した電気

の自家消費に努めます。 

事業者に期待する役割 

・建造物の新設や更新にあたっては、再生可能エネルギーの導入及び自家消費に努めます。 

・工場やショッピングセンターなどの広い駐車場については、ソーラーカーポート20の導入を

検討します。 

 

  

 
19 ペロブスカイト結晶構造を持つ材料を用いた次世代型太陽電池の総称。軽量・柔軟といった特徴を

持ち、再生可能エネルギーの導入拡大と地域共生を両立するものとして期待されている。 
20 駐車場を活用した太陽光発電設備のこと。 

各主体に期待する役割 

施策展開の方向性 

 

太陽光発電設備の主流であるシリコン太陽電池

に対して、次世代型太陽電池としてペロブスカイト

太陽電池が注目されています。 

ペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟といった

特徴を持ち、これまでのシリコン太陽電池が設置困

難であった場所にも設置が可能であることから、今

後の導入拡大が期待されています。 

 

ペロブスカイト太陽電池 

フィルム型ペロブスカイト太陽電池 
出典：積水化学工業株式会社 
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環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

市有施設への太陽光発電設備の設置（性質上適しない

施設を除く）【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計

画】 

％ 13.1 50 

市で調達する電力における再生可能エネルギーの割合 

【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画】 
％ 1.1 60 

市の事務・事業により排出される温室効果ガス排出量

削減割合（２０１３（平成２５）年度比）【笠間市役所地球

温暖化対策率先実行計画】 

％ ▲8.4 51 

一般廃棄物の焼却及び下水道等の処理により排出され

る温室効果ガス排出量削減割合（２０１３（平成２５）年度

比）【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画】 

％ 9.9 15 

市補助による住宅用太陽光発電・蓄電システム設置件数 件/年 53 ６０ 

市域の温室効果ガス排出量削減割合（２０１３（平成２５）

年度比）【笠間市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）】 

％ 
25※ 

(R4) 
46 

※環境省が公表している自治体排出量カルテの最新数値。 

 

  

環境指標 

 

本市は、２０２４（令和６）年３月に「笠間市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を策

定し、温室効果ガス排出量の削減目標を設定しました。 

２０３０（令和１２）年度までの目標として、市域の温室効果ガスの排出量を２０１３（平成２

５）年度に比べて４６％削減するとともに、５０％削減の高みに向けて挑戦を続けることとし

ました。また、２０５０（令和３２）年度までに市域の温室効果ガスの排出量に対して、森林保

全による吸収量を含めながら実質ゼロを目指します。 

 

本市の温室効果ガス排出量の削減目標 

本市の温室効果ガス排出量削減目標 

詳しくはこちら 

(笠間市Ｗｅｂサイト) 
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環境要素 取組方針 

3-2 省エネルギー エネルギーの有効利用を推進します 

 

 

省エネ行動による温室効果ガス排出量削減に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進

します。 

⚫ カーボンニュートラルの実現を目指した取組を積極的に実施します。 

⚫ 地球温暖化の原因や影響、脱炭素社会の実現に向けた取組に関する情報提供を通じて、

地球温暖化に対する理解を促進します。 

⚫ 省エネ活動や緑のカーテン21の普及な

どを通じて、家庭や学校における地球

温暖化対策の普及を促進します。 

⚫ クリーンエネルギー自動車22の導入や

エコドライブ23等、環境に配慮した自

動車利用を促進します。 

⚫ 省エネルギー促進のための意識啓発

や情報提供を推進します。 

⚫ 高効率機器の導入等、公共施設の省

エネルギー化を推進します。 

⚫ 市の事務・事業において、地球温暖化

防止に向けて率先的に取組を推進し

ます。 

 

 

 

 

   

 
21 グリーンカーテンとも呼ばれる、植物を建築物の外側でカーテン状に生育させたもの。直射日光を

遮り室内の温度上昇を抑える、植物の蒸散作用によって気温がわずかに下がるといった効果がある。 
22 電気自動車（EV）やハイブリッド自動車（HV）、プラグインハイブリッド自動車（PHEV）など、走行時

に排出する温室効果ガスが少ない、あるいは全く排出しない、環境にやさしい自動車のこと。 
23 急発進や急加速の回避、アイドリングストップなど、燃料消費量や CO2 排出量を減らし、地球温暖

化防止につなげる運転技術や心がけのこと。 

施策展開の方向性 

緑のカーテンの取組 

出典：環境省 COOL CHOICE Ｗｅｂサイト 



 

33 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・省エネ機器の導入や環境負荷が少ない商品の購入に努めます。 

・冷暖房設備使用時は、適正な温度設定を心がけます。 

・使用していない部屋の照明などは、こまめに消します。 

・日頃から節水を心がけます。 

・省エネについて、自発的に学習・実践します。 

市民に期待する役割 

・茨城エコ・チェックシート24などを活用し、省エネルギー活動を行います。 

・住宅の新築や建替えにあたっては、断熱効果の高い建物や住宅を検討します。また、省エ

ネルギー設備を積極的に導入します｡ 

事業者に期待する役割 

・建造物の新設や更新にあたっては、断熱効果の高い建物構造を検討します。また、省エネ

ルギー設備の導入に努めます。 

・茨城エコ事業所登録制度25への登録など、環境配慮活動や環境マネジメントシステム26の

導入に努めます。 

・家電など省エネ機器や、断熱効果の高い建物、住宅の開発・情報提供に努めます。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

市有施設への LED 照明の導入割合 

【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画】 
％ 24.5 100 

市の事務・事業により排出される温室効果ガス排出量

削減割合（２０１３（平成２５）年度比）【笠間市役所地球

温暖化対策率先実行計画】（再掲） 

％ ▲8.4 51 

一般廃棄物の焼却及び下水道等の処理により排出さ

れる温室効果ガス排出量削減割合（２０１３（平成２５）

年度比）【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画】

（再掲） 

％ 9.9 15 

市域の温室効果ガス排出量削減割合（２０１３（平成２

５）年度比）【笠間市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）】（再掲）※ 

％ 
25 

(R4) 
46 

※環境省が公表している自治体排出量カルテの最新数値。 

 

  

 
24 茨城県の「いばらきエコスタイル」Ｗｅｂサイトで提供されている、日常で手軽に取り組むことのでき

るエコな行動を確認できるチェックシート。 
25 茨城県が運営する環境マネジメントシステムで、環境にやさしい取組を行う事業所を登録し、その取

組を広く県民に紹介する制度。 
26 組織や事業者が環境保全に関する取組を自主的に進めるための体制・手続き等の仕組みのこと。 

各主体に期待する役割 

環境指標 
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環境要素 取組方針 

3-3 持続可能なまちづくり 
住みやすく、働きやすく、災害に強い、持続可能な地

域づくりを推進します 

 

 

持続可能なまちづくりに向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 低公害車の使用やエコドライブ等、環境に配慮した自動車利用を促進します。 

⚫ 渋滞緩和に向けて交通流27の円滑化を図ります。 

⚫ 公共交通機関や自転車利用等の普及を通じて、スマートムーブ（自動車利用の抑制）を

図ります。 

⚫ CO２の吸収源としての森林整備を促進します。 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・市が行う森林整備に参加・協力します。 

市民に期待する役割 

・マイカーの更新、購入に際しては、クリーンエネルギー自動車の購入に努めるとともに、エ

コドライブを実践します。 

・通勤や買い物、旅行などの際は、できるだけ徒歩や自転車、鉄道などの公共交通機関を利

用します。 

事業者に期待する役割 

・社用車の更新、購入に際しては、クリーンエネルギー自動車の購入に努めるとともに、エコ

ドライブや自動車の利用時間の平準化を実践します。 

・交通事業者は、市が行う公共交通網の整備に協力します。 

・出張の際に相乗りや公共交通機関を利用するなど、自動車の利用を抑制するとともに、短

距離の移動は徒歩や自転車利用に努めます。 

・市民の利用が多い民間施設においては駐輪場の設置に努めます。 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

ノーマイカー普及啓発参加者数 

【笠間市地域公共交通計画】 
人/年 8,215 ９,100 

公共交通利用者数（鉄道）【笠間市地域公共交通計画】 人/日 5,725 6,000 

公共交通利用者数（路線バス・周遊バス・デマンドタク

シー28）【笠間市地域公共交通計画】 
人/年 145,509 200,400 

シェアサイクル・レンタサイクル等利用台数 

【笠間市地域公共交通計画】 
台/年 2,942 3,300 

  

 
27 道路を走る車両の動きや流れのこと。 
28 利用者の予約（デマンド）に応じて経路や時刻を変えて運行する、事前予約制の乗り合いタクシー。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 
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環境要素 取組方針 

3-4 気候変動への適応 気候変動による影響に対して、適応策に取り組みます 

 

 

気候変動による影響の回避及び軽減に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 気候変動適応に関して情報収集に努めるとともに、市民や事業者に対して情報提供や

普及啓発を行います。 

⚫ 公共施設や民間施設のクーリングシェルターの指定を推進し、市民の熱中症予防を推

進します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・日頃から節水を心がけます。 

・夏は適切に空調機器を使用するとともに、こまめな水分補給や打ち水、緑のカーテンに取

り組み、暑さ対策を行います。 

・笠間市ハザードマップを確認する、非常用持ち出し袋を用意するなど、災害への備えを行

います。 

・気候変動対策について、自発的に学習・実践します。 

市民に期待する役割 

・日傘や水筒を持ち歩くなど、熱中症対策に努めます。 

事業者に期待する役割 

・小売店においては、熱中症による健康被害を防止し、市民の生命と健康を守るため、一時

的に暑さをしのぐ場所としてだれでも利用できるよう、指定暑熱避難施設（クーリングシェ

ルター）の指定に協力します。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

クーリングシェルター施設数 施設 38 １００ 

 

 

  

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 

 

本市では、夏季の熱中症による健康被害を防止し、市民の生命

と健康を守るため、市の施設やご協力いただける民間施設を「ク

ーリングシェルター」として開放しています。 

市内のクーリングシェルターには右のロゴマークを表示しており

ますので、暑さをしのぐ一時的な休憩場所として、各施設のルー

ルを守ってご利用ください。 

「クーリングシェルター」を開放しています 

クーリングシェルター 

ロゴマーク 
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 資源を有効活用する循環型社会 

関連する 

SDGs のゴール 
     

 

 

廃棄物の減量や資源化に関する取組が進み、資源循環型のまちが形成されています。また、

一人ひとりがマイバッグやマイボトルを持ち歩くといった取組を行い、ワンウェイ（使い捨て）プ

ラスチックごみを排出しない生活を実践しています。 

 

 

 

 

⚫ 持続可能な循環型社会への移行 

大量生産・大量消費社会から資源を循環利用する社会に転換していくため、廃棄物の発生

回避、抑制や減量化を含む４R29（リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル）について普及

啓発し、一人ひとりの取組を促進していく必要があります。 

 

⚫ プラスチックごみゼロ宣言 

本市では２０２０（令和２）年７月に「環境負荷ゼロへの挑戦（プラスチックごみゼロ宣言）」を

行い、ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの削減やボトルｔｏボトル水平リサイクル30事業といっ

た取組を進めています。今後も、プラスチックごみの削減に向けた事業や普及啓発を推進する

必要があります。 

 

 

 

 

環境要素 取組方針 

4-1 廃棄物 ４Ｒを推進し、ごみの排出量を減らします 

4-2 プラごみ 
環境負荷ゼロへの挑戦（プラスチックごみゼロ宣言）のもとプラス

チックの排出抑制及びリサイクルを推進します 

 

 

  

 
29 ごみになるものを断つ発生回避（Refuse/リフューズ）、ごみの発生抑制（Reduce/リデュース）、

再利用（Reuse/リユース）、再生利用（Recycle/リサイクル）の頭文字を取って名付けられた造語で、

廃棄物の減量とリサイクルに向けた取組を表す。 
30 使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再生し繰り返しリサイクルし続けること。 

目指す笠間市の姿 

環境要素と取組方針 

現状と課題 
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環境要素 取組方針 

4-1 廃棄物 ４Ｒを推進し、ごみの排出量を減らします 

 

 

ごみの減量に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 廃棄物処理施設の計画的な施設整備・更新を行うなど、適正なごみ処理を推進します。 

⚫ ４Ｒの普及やごみ出しルール・マナーの徹底など、市民・事業者のごみの適正処理を促進します。 

⚫ ごみ収集業者との連絡や調整を密に行い、適切な収集体制を確立します。 

⚫ 廃棄物の減量化やゼロエミッション31等のごみ減量化に向けた事業活動を促進します。 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・ごみ問題や４R について関心を持ち、自発的に取り組みます。 

市民に期待する役割 

・ごみの減量化やリサイクルを推進するため、エコクッキング32等の普及啓発活動を通じて、

積極的に生活習慣を見直す取組に努めます。 

・買い物の際はエコショップ33を積極的に利用するなど、環境に配慮した商品を選択します。 

・不用品を処分する際は、フリーマーケットへの出店や広報等のリサイクル情報を活用します。 

・使わなくなった家電等は、リユースショップを利用するなど、ごみの減量化に努めます。 

・ごみの収集日を把握し、市の分別方法や適切なごみ出しのルール、マナーを順守します。 

・ごみ集積所の美化など、適正な管理に努めます。 

・資源物（紙・布類、缶、ペットボトルなど）の分別によるごみ減量化やリサイクルを目的とした

小型家電回収など、市が実施する４R の取組に協力します。 

事業者に期待する役割 

・飲食店や食品加工場等では、生ごみを減らす工夫に努めるとともに、生ごみ処理機の活用

などにより、飼料や肥料として減量化やリサイクルに努めます。 

・エコショップ制度に登録するとともに、環境に配慮した商品の販売に努めます。 

・小売店では、消費者へマイバッグの利用を促し、レジ袋の削減に協力します。 

・ごみの排出時は、市の分別方法を順守します。 

・環境マネジメントシステムの構築など、事業活動における廃棄物の減量化・リサイクルに努めます。 

・廃棄物を再生利用した製品の開発などにより、ゼロエミッションを推進します。 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

１人１日当たりごみ焼却量 g/人/日 753 659 

一般廃棄物の出口循環利用率（ごみの再資源化率） ％ 8.3 14.5 

  

 
31 製品の製造過程で発生する廃棄物等をリサイクルしたり、他の産業の原料として活用したりすること

により、最終的に廃棄物の排出をゼロにすること。 
32 地産地消、必要な分だけ購入するなど、環境に配慮した買い物から、食材を無駄なく利用した料理、

ごみの分別とリサイクルを考慮した片付けなどの取組。 
33 環境にやさしい商品の販売やごみ減量化・リサイクル活動に積極的に取り組んでいる店舗。茨城県

及び笠間市を含む各市町村において、エコショップの認定申請を受け付けている。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 
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環境要素 取組方針 

4-2 プラごみ 
環境負荷ゼロへの挑戦（プラスチックごみゼロ宣言）のもとプラス

チックの排出抑制及びリサイクルを推進します 

 

 

プラスチックの排出抑制及びリサイクルに向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 市民や事業者に対し、使い捨てプラスチック等削減の取組を促します。 

⚫ プラスチックの分別収集体制と連動した受入体制及びリサイクルルート（選別・保管後

の再商品化に向けた引き渡し先）の確保など、プラスチックの分別に関する仕組みを構

築します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・ワンウェイ（使い捨て）プラスチックの削減に自発的に取り組みます。 

・プラスチックの排出抑制やリサイクルについて理解を深め、新たに構築される市の分別ル

ールに協力します。 

市民に期待する役割 

・マイバッグやマイボトル、マイ食器等を使用しワンウェイ(使い捨て)プラスチックの削減に

取り組みます。 

・エコマークなどの環境ラベル34がついた商品や再生品、リターナブル容器35商品、詰替え

用商品など、プラスチック容器や製品について環境に配慮した商品の積極的な購入に努め

ます。 

・今後、検討・構築されるプラスチックの分別ルールを理解し、分別に協力します。 

事業者に期待する役割 

・事業所内でプラスチックのリデュース、リユース、リサイクルを推進するなど、プラスチック

の資源循環に取り組みます。 

・プラスチック使用製品について環境に配慮した開発や販売に努めます。 

・今後、検討・構築されるプラスチックの分別ルールを理解し、分別に協力します。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

プラスチック分別に関する仕組みの構築 - 検討中 構築 

 

  

 
34 製品やサービスの環境的側面について、購入者に伝える文言やシンボル、図形、図表などのこと。 
35 再利用できる容器のことで、環境負荷の低減や資源の節約といった効果がある。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 
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 「ボトルｔｏボトル」水平リサイクル事業 

本市はサントリーグループと協定を締結し、２０２２（令和４）年２月より、「ボトルｔｏボト

ル」水平リサイクル事業を実施しています。水平リサイクルにより市民から回収したペットボ

トルを新たなペットボトルに再生することで、資源を繰り返し利用できるため、原油からペッ

トボトルを製造する方法と比べて二酸化炭素の排出量を 60％以上削減することが可能で

す。市民の皆さんが資源物として排出し、市が回収したペットボトルと同じ量が「サントリー

製飲料のペットボトル」として生まれ変わることで、資源の循環につながります。 

水平リサイクル事業の推進には、市民

の皆さまの協力が必要です。ご家庭から

出たペットボトルは、キャップとラベルを

外して分別し、中を軽くすすいでから資

源物として集積所に出しましょう。 

 

 

出典：笠間市 

 

 家庭系廃食用油の回収及びリサイクル 

本市は ENEOS 株式会社及び株式会社吉川油脂と持続可能な

資源循環社会の実現に関する連携協定を締結し、市役所本所資

源循環課または各支所地域課で廃食用油を回収しＳＡＦに再資源

化する事業に取り組んでいます。 

ＳＡＦとは、持続可能な航空燃料（Sustainable aviation 

fuel）のことです。廃食用油や微細藻類、木くず、サトウキビ、古紙

などを主な原料として製造され、従来の化石燃料由来の燃料と比

べて CO２削減につながると考えられています。 

不要になった食用油のリサイクルにより、循環型社会の形成につながるほか、家庭の排水

管の詰まりや河川の水質悪化の防止にもなります。ぜひ廃食用油の回収にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAF の原料調達から利用までの流れ 

出典：国土交通省 

主な民間事業者との連携による取組 

詳しくはこちら 

(笠間市Ｗｅｂサイト) 
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 共に考え自ら行動する各主体による協働 

関連する 

SDGs のゴール 
     

 

 

誰もが環境問題に関心を持ち、環境教育・環境学習の機会を積極的に利用して理解を深め

るとともに、自らができることを考え、責任ある行動を取っています。また、市や市民、事業

者、民間団体といった各主体の連携・協力により、環境保全活動が活発に行われています。 

 

 

 

 

⚫ 環境教育・環境学習による行動変容 

環境課題の解決に向けて、一部の人だけが問題に取り組むのではなく、本市に関わるすべ

ての人が環境に関心を持ち、理解と意識を高めることが重要です。 

本市では、民間団体との協働により「環境寺子屋」の開催や自然観察会、小学生を対象とし

た環境教育・環境学習の機会を設けています。引き続き環境教育・環境学習の機会を提供す

るとともに、一人でも多くの人がその機会を利用できるよう情報発信をしていく必要がありま

す。 

 

⚫ 各主体による協働の形成 

市が直面している環境課題の解決に向けては市や市民、事業者、民間団体といった各主体

が協働で取り組むことが効果的と考えられます。そのため、意欲ある主体同士のつながりがで

き、情報発信・情報交換ができる場の構築が求められます。 

 

 

 

 

環境要素 取組方針 

5-1 環境教育・学習 環境保全について自ら考え、行動できる人を育てます 

5-2 環境保全活動 各主体の活動を活性化し、主体間の連携・協力を推進します 

 

 

  

目指す笠間市の姿 

環境要素と取組方針 

現状と課題 
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環境要素 取組方針 

5-1 環境教育・学習 環境保全について自ら考え、行動できる人を育てます 

 

 

環境教育・環境学習の機会の充実に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 市域全体の環境教育・学習の質の向上や教材の充実等を通じて、学校や課外学習等に

おける環境学習を推進します。 

⚫ 関係機関と連携し、市民や事業者への環境学習を促進するとともに、市職員の環境意

識の向上を図ります。 

⚫ 環境学習施設の活用や地域の自然にふれあう体験型学習機会の充実を図ります。 

⚫ 環境教育・学習へ活用できる資料・情報の提供体制の整備を推進します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・環境に関する情報を市に提供します。 

・市が提供する環境情報を利用します。 

・環境保全について、自発的に学習・実践します。 

市民に期待する役割 

・家庭において幼児期から環境教育・環境学習に努めます。 

・児童や生徒は、課外の環境学習活動に参加します。 

・地域で行われる各種講習会や体験型の学習プログラム等に参加・協力します。 

・地域のコミュニティや住民団体等による環境保全活動等に参加・協力します。 

・体験型学習施設や出前講座等を活用し、環境学習に努めます。 

事業者に期待する役割 

・環境に関するチラシやパンフレットを事業所内で掲示・配布するなど、環境教育・環境学習

を実践します。 

・地域で行われる各種講習会や体験型の学習プログラム等に参加・協力します。 

・社内研修等において出前講座を活用し、環境学習に努めます。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

環境関連行事参加者数※ 人/年 839 850 

※涸沼川・巴川探検隊、オオキンケイギク抜き取り作戦、自然観察会、ビオトープ天神の里での体験学習、かさまコ

モンフォレスト36でのワークショップ、環境寺子屋事業の参加者数 

 

  

 
36 森林を特定の個人や企業のものでなく、みんなの共有財産として次世代に残していくことを目的に

自然再生や保全活動を行う場所。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 
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本市では、子どもから大人までを対象に、身近な環境から地球規模の環境問題まで幅広

く学ぶ機会として、「環境寺子屋」を開催しています。 

これまでに開催した環境寺子屋の内容を一部ご紹介します。 

 

➢ プラスチックリサイクルについて学ぼう 

小学生を対象に、ペットボトルの細片からプラス

チック繊維を作る実験を行い、プラスチックがリ

サイクルされる工程を楽しいながら学ぶイベント

を開催しました。 

 

 

➢ 講演会「地球温暖化と私たちの未来 ～ゼロカー

ボンシティの実現に向けて～」 

茨城大学の特命教授・前学長の三村様を講師に

迎え、地球温暖化や気候変動の現状と将来予

測、地球温暖化対策の内容と世界の動き、笠間

市の取組などについてわかりやすく教えていた

だく講演会を開催しました。 

 

➢ エコクッキング 

小学４～６年生を対象に、環境のことを考えなが

ら、買い物や調理、食事、後片付けまでを行うエ

コクッキングを開催しました。 

 

 

 

➢ もったいない学会座談会「身近なエネルギーと３

Ｒの今」 

ＮＰＯ法人もったいない学会の会員を講師に迎

え、身近なエネルギーとごみ、３Ｒの今について

座談会を開催しました。 

環境寺子屋 

環境寺子屋の開催風景 

出典：笠間市Ｗｅｂサイト 
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環境要素 取組方針 

5-2 環境保全活動 各主体の活動を活性化し、主体間の連携・協力を推進します 

 

 

協働の形成に向けて、以下の方向性に基づいて取組を推進します。 

⚫ 環境保全の取組における地域コミュニティ活動を促進します。 

⚫ 関係団体の連携や情報交換等の交流基盤の構築等を通じて、市民・事業者の環境保全

活動への支援を推進します。 

⚫ 周辺自治体や民間団体等との広域連携による取組を推進します。 

 

 

 

 

各主体に共通して期待する役割 

・他の民間団体や事業者等との連携や情報交換に努めます。 

市民に期待する役割 

・環境保全に関する講習会や研修会、コミュニティ活動等に参加・協力します。 

・市の広報紙やＳＮＳから環境保全に関する情報を収集し、環境サポーター制度37に登録し

ます。 

事業者に期待する役割 

・環境保全に関する講習会や研修会、コミュニティ活動等に参加・協力するとともに、従業員

等の参加を奨励します。 

 

 

 

 

環境指標 単位 
現状 

（R6） 

目標値 

（R12） 

笠間市環境サポーター制度登録人数 人 219 600 

  

 
37 環境保全活動に賛同する市民に、市の環境情報を発信する SNS（Ｆａｃｅｂｏｏｋや Instagram）を

フォローしてもらうことで、環境保全活動の活性化を図る制度。 

各主体に期待する役割 

環境指標 

施策展開の方向性 

出典：環境省 COOL CHOICE Ｗｅｂサイト 
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第５章 力を入れる重点事業は？ 

 重点事業の位置づけとねらい 

笠間市における環境課題と地域特性を踏まえ、重点的に取り組んでいくべきテーマについ

て重点事業を設定し、推進します。市民、事業者、民間団体により構成される「かさま環境市民

懇談会」との協働により、それぞれの重点事業について複数の個別事業を設定するとともに、

計画期間である５年間で目指す目標を定め、目標達成に向けた毎年の取組内容を検討してい

きます。 

 

 

 重点事業の方針 

重点事業は以下の方針に基づいて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 重点事業の内容 

本計画の対象とする５分野ごとに、重点事業を設定しました。 

 

分野 設定の視点 重点事業 

自然環境 

笠間市の貴重な自然環境を保全し、生

物多様性の回復に向けて取り組む主体

の拡大 

かさま自然再興事業 

生活環境 
市民・事業者との協働による、不法投

棄・飼育放棄をしにくいまちづくり 
不法投棄・飼育放棄ゼロ事業 

脱炭素社会 
市域における再エネ導入促進及び気候

変動への適応 
脱炭素社会実現事業 

循環型社会 持続可能な循環型社会の形成推進 資源循環型まちづくり事業 

環境教育・協働 
各主体が環境保全活動に取り組む機会

の創出 
環境保全活動活性化事業 

  

⚫ 市民・事業者と一緒に取り組んでいきます 

⚫ 市とかさま環境市民懇談会の協働によりアクションプランを策定して事業を推進します 

⚫ かさま環境市民懇談会による毎年の評価・見直しにより、着実に取組を実行します 
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【自然環境】 

 

本市の豊かな自然を保全・回復し、自然と共生す

るまちづくりを推進するため、民間団体や事業者に

よる自然共生サイト認定申請を支援するなど、各主

体による自然環境保護の取組促進を検討します。 

また、市内のビオトープについて、民間団体の協力

を得ながら、自然観察会の実施など環境教育の場と

しての活用を継続します。 

 

 

 

【生活環境】 

 

ポイ捨てや不法投棄に対して、不法投棄の発見

や通報が多い場所における監視カメラ及び看板の

設置、不法投棄防止ボランティア監視員による不

法投棄の監視といった取組の継続・拡大を検討し

ます。 

ペットの飼育放棄については、茨城県動物愛護

推進員や地域のボランティア団体等と連携した、飼

い主への適正飼養の普及啓発等の推進について検

討します。 

 

 

【脱炭素社会】 

 

市が率先して電動車導入や公共施設への太陽光

発電設備導入を推進するとともに、市民や事業者へ

の普及啓発も推進し、地域の脱炭素化を促進します。 

気候変動への適応策としては、事業者の協力によ

るクーリングシェルターの設置個所数の増加、民間団

体による高齢者の見守り・声かけのネットワーク形成

など、熱中症対策を中心に市民の生命と健康を守る

取組を検討します。 

 

  

1． かさま自然再興事業 

2． 不法投棄・飼育放棄ゼロ事業 

3． 脱炭素社会実現事業 

自然観察会 

出典：笠間市Ｗｅｂサイト 

不法投棄 

出典：笠間市Ｗｅｂサイト 

公用車（電気自動車） 
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【循環型社会】 

 

循環型社会の形成に向けて、４R（リフューズ〔発生

回避〕、リデュース〔発生抑制〕、リユース〔再使用〕、リ

サイクル〔再生利用〕）の取組を促進していきます。 

家庭から出る使用済み食用油や小型家電等の回

収をはじめとした資源物の分別・回収についての普

及啓発、生ごみ処理容器の補助など家庭や事業所か

らのごみの発生抑制に対する支援といった取組につ

いて継続・拡大します。 

 

 

 

 

【環境教育・協働】 

 

本市では、環境保全に関心のある皆さまに本市

環境推進部が運営するＦａｃｅｂｏｏｋや Instagram

（以下「環境推進部ＳＮＳ」とします。）をフォローして

いただき、本市の環境に関する取組や活動情報を

お知らせする「笠間市環境サポーター制度」を実施

しています。 

今後は、環境推進部ＳＮＳにおいて引き続きイベ

ントの開催案内や補助制度などの情報発信を行う

ほか、食品ロス対策や省エネ行動、エコドライブなど

家庭でできる取組の発信も検討します。また、環境

サポーターの皆さまの環境活動への参加を促進し、

市内における環境保全活動の一層の活性化を目指

します。 

 

 

 

 

こちらから環境推進部 SNS の 

フォローをお願いします。 

 

  

4． 資源循環型まちづくり事業 

5． 環境保全活動活性化事業 

笠間市環境推進部 

Instagram 
笠間市環境推進部 

Facebook 

不要になった食用油の回収 

出典：笠間市Ｗｅｂサイト 

イベントでの普及啓発 

出典：笠間市Ｗｅｂサイト 
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第６章 どうやって計画を進めるの？ 

 推進体制 

計画の実効性を高め、効果的に推進していくため、市民、事業者、民間団体、市の協働のも

とで、それぞれが与えられた役割を自主的に果たすための仕組みづくりに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の推進体制 

 

 

 

 

●笠間市環境審議会 

環境の保全及び創造に関する基本的な事項について、専門的かつ広範な視点から調査

審議する機関として設置され、市民や有識者、民間団体代表などにより構成されていま

す。 

公正な立場から本計画の進捗状況を審議するとともに、必要に応じて課題や実施方法

等についての提言を行います。 

市 
笠間市環境審議会 

⚫ 計画の進捗状況の評価 

⚫ 計画の策定・見直し検討 

かさま環境市民懇談会 

⚫ 重点事業の進捗管理や年度

ごとの実施方針の検討、実

施協力 

市民・事業者・民間団体 

⚫ 環境配慮行動の実践 

⚫ 市の環境施策への協力 

諮問・報告 

答申・提言 

庁内各課 

⚫ 施策の実施・推進 

笠間市環境基本計画推進会議 

⚫ 計画の推進方策の検討、調整 

⚫ 計画の進捗状況の点検、評

価、分析、とりまとめ 

市長 

⚫ 計画の決定・見直し 

⚫ 計画の推進方策の決定 

⚫ 進捗状況の点検・評価結

果（年次報告書）の公表 

報告 

報告 指示 

指示 

情報提供 

取組促進 

意見・提言 

施策への協力 

参加 率先垂範 
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 進行管理 

本計画の推進にあたっては、庁内各担当課の取組状況を毎年度取りまとめ、ＰＤＣＡサイク

ルに基づいて進捗管理を行います。毎年度の進捗状況の評価結果については、継続して「笠間

市環境基本計画 年次報告書」を作成し、公表します。 

 

 

本計画におけるＰＤＣＡサイクル 

  

Plan

（計画）

Do

（実行）

Check

（点検）

Action

（見直し）

●かさま環境市民懇談会 

市民・事業者・民間団体・市の各主体の協働により本計画を推進するための組織です。

お互いの役割を理解・尊重しつつ、各主体それぞれの視点から、市の施策や事業の実施状

況及び計画全体の進捗状況などに対する意見の提案を行うとともに、市と協働で重点事

業の検討・実施協力を行います。 

また、日常生活や事業活動において環境配慮行動を率先して実行し、地域や事業所の

手本となるように努めるとともに、市の環境施策に対して市民、事業者、民間団体の立場

から協力します。 

●笠間市環境基本計画推進会議 

本計画に掲げた施策の効果的推進及び全庁的な合意形成を図るため、庁内各課の職

員で構成される組織です。各課の横断的な連携のもとで総合的・計画的な視点から、環境

施策の推進に努めます。また、計画の進捗状況を取りまとめ、市長に報告します。 

 計画の策定 

 計画の見直し 

 施策や事業の実施 

 各主体の取組の推進 

 施策の実施状況の点検・評価 

 年次報告書の作成・公表 

 施策・取組の

見直し・改善 
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 笠間市環境基本条例 

私たちのまち笠間は、北側は八溝山系に属する

鶏足山塊につつまれ、中央には涸沼川の悠久の流

れに臨み、農地や平地林が広がる豊かな自然に恵

まれた、静かで落ちつきのあるまちとして発展し

てきた。 

私たちの生活は、高度な科学技術等の恩恵を受

けて、便利となり豊かなものとなってきたが、その

反面で資源やエネルギーの大量消費、大量生産、

大量廃棄という現象がもたらされ、産業型公害や

生活型公害等が環境への様々な負荷を生み、自然

の生態系や人体への影響まで懸念されるように

なってきた。 

私たちは、だれもが良好な環境の下で健康で安

全かつ文化的な生活を営むとともに、将来の世代

にその恵みを引き継ぐためには、これまでの生活

様式や事業活動を見直し、自らの生活や行動を環

境への負荷の少ないものに変えていき、人と自然

が共生できるまち、やすらぎやゆとりの感じられ

るまちを目指して、市、市民、事業者がそれぞれの

責務を果たし、本市を訪れる滞在者とも協力し合

って行動していかなければならない。 

ここに、笠間市の環境に関する基本理念を明ら

かにして、その方向を示し、将来に向かって、笠間

市の良好な環境形成に関する取組みを、総合的か

つ計画的に推進するため、この条例を制定する。 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造につい

て、基本理念を定め、笠間市(以下「市」という。)、

市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、

環境の保全及び創造に関する施策の基本となる

事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な

生活の確保に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えら

れる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の

温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、

野生生物の種の減少その他の地球全体又はその

広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環

境の保全であって、人類の福祉に貢献するととも

に、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与する

ものをいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動

その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわた

る大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振

動、地盤の沈下、悪臭等によって人の健康又は生

活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに

人の生活に密接な関係のある動植物及びその生

育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じるこ

とをいう。 

(基本理念) 

第３条 環境の保全及び創造は、現在及び将来の

市民が環境から健全で豊かな恵みを受け、健康で

文化的な生活を営むことができるよう適切に行わ

れなければならない。 

2 環境の保全及び創造は、人と自然とが共生す

ることができる恵み豊かな環境を確保するために、

樹林、農地、水辺等の自然環境を有効に活用しつ

つ保全し、環境への負荷の少ない循環を基調とす

る社会が築かれるよう適切に行われなければなら

ない。 

3 環境の保全及び創造は、市、市民、事業者及び

滞在者が公平な役割分担と責務の自覚の下に、協

働して自発的、積極的に行われなければならない。 

4 環境の保全及び創造は、豊かな自然、歴史的文

化等を保全するとともに、新たな地域環境を創造

しつつ、これらを将来の市民に継承していかなけ

ればならない。 

5 地球環境保全は、人類共通の課題であるとと

もに、地域の環境とも密接に関係することから、

市、市民及び事業者が自らの問題としてとらえ、

それぞれの事業活動及び日常生活において積極

的に推進されなければならない。 

(市の責務) 

第４条 市は、基本理念にのっとり、環境の保全及

び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定

するとともに、実施する責務を有する。 

(市民の責務) 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、日常生活に

伴う廃棄物の排出抑制、騒音の発生防止、屋外焼

却行為の自粛等による環境への負荷の低減に努

めなければならない。 

2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念に

のっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとと

もに、市が実施する施策に積極的に協力する責務

を有する。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業

活動を行うに当たっては、公害を未然に防止し、

又は自然環境を良好に保全するために必要な措

置を講じる責務を有する。 

2 事業者は、基本理念にのっとり、自らの責任と

負担において、その事業活動に伴って生じる廃棄

物の発生を抑制し、再利用等を図ることにより、そ

の減量に努めるとともに、廃棄物を適正に処理す

る責務を有する。 

3 事業者は、基本理念にのっとり、自らの責任と

負担において、その事業活動にかかる製品その他

のものが使用され、又は廃棄されることによる環

境への負荷の低減に資するよう努めるとともに、

その事業活動において、再生資源その他の環境へ

の負荷の低減に資する原材料、役務等を利用する

ように努めなければならない。 

4 前３項に定めるもののほか、事業者は、基本理
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念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全

及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する施

策に積極的に協力する責務を有する。 

(滞在者の責務) 

第７条 観光、レクリェーションその他の目的で本

市に滞在する者は、環境への負荷の低減等、環境

の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施

する施策に積極的に協力する責務を有する。 

第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本

方針 

(施策の基本方針) 

第８条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲

げる環境の保全及び創造に関する基本的な施策

を総合的かつ計画的に行わなければならない。 

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持するこ

とにより、市民の健康を保護し、及び生活環境を

保全すること。 

(2) 人と自然との豊かな触れ合いを保つととも

に、身近な緑や水辺などに恵まれた生活環境の確

保、地域の特性が生かされた良好な景観の形成及

び歴史的文化的資源の保全を図ること。 

(3) 野生生物の生息及び生育環境に配慮するこ

と等により、豊かな生態系を保持するとともに、

河川、森林等の自然環境を体系的に保全すること。 

(4) 地域の都市環境及び自然環境に配慮した秩

序ある開発が行われるために必要な措置を講じ、

良好な都市形成の推進を図ること。 

(5) 資源の循環的な利用、エネルギーの消費の

抑制、廃棄物の減量等を図り、資源循環型社会を

形成すること。 

(6) 環境の保全及び創造に関する施策を効率的

かつ効果的に推進するため、市、市民、事業者等と

の連携を強化し、環境に関する教育及び学習の推

進を図ること。 

(7) 地球環境保全の推進を図ること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全及

び創造に必要な施策の推進を図ること。 

(環境基本計画) 

第９条 市長は、前条の基本施策を総合的かつ計

画的に推進するため、環境の保全及び創造に関す

る基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を

定めなければならない。 

2 環境基本計画は、環境の保全及び創造に関す

る総合的かつ長期的な施策の大綱について定め

るものとする。 

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、

あらかじめ市民及び事業者の意見を反映するた

めの必要な措置を講じるとともに、笠間市環境審

議会の意見を聴かなければならない。 

4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やか

にこれを公表しなければならない。 

5 前 2 項の規定は、環境基本計画の変更につい

て準用する。 

(環境基本計画との整合) 

第１０条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる

施策を策定し、及び実施するに当たっては、各種

の施策相互の連携を図りつつ環境基本計画に基

づき総合的計画的に行わなければならない。 

2 市長は、環境の保全及び創造に関する市の施

策を推進するため、庁内に総合的な調整を図るた

めの体制を整備しなければならない。 

(年次報告) 

第１１条 市長は、市の環境の状況、環境の保全及

び創造等に関する施策の実施状況等を明らかに

するため、環境基本計画に基づき年次報告書を作

成し、公表しなければならない。 

第３章 環境の保全及び創造を推進するための具

体的施策 

(公害の防止等) 

第１２条 市は、公害防止に関し必要な措置を講じ

なければならない。 

2 市は、市民の健康又は生活環境を損なうおそ

れのある廃棄物の排出、騒音の発生、化学物質等

による大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染等を

防止するため、必要な措置を講じなければならな

い。 

(環境の保全及び創造に資する事業の推進) 

第１３条 市は、樹林、農地、水辺等の自然環境を

良好な状態に保全するよう努めるとともに、野生

生物の生態に配慮し、市民が自然と触れ合える場

の創造に資する事業を推進するため、必要な措置

を講じるものとする。 

2 市は、文化財その他の歴史的遺産の保存、文化

的施設の活用等による文化的な環境の創造に資

する事業を推進するため、必要な措置を講じるも

のとする。 

(資源の循環的利用等の促進) 

第１４条 市は、環境への負荷の低減を図るため、

廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民

及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な

利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促

進されるよう必要な措置を講じるものとする。 

(規制等の措置) 

第１５条 市は、環境の保全に必要な規制等の措置

を講じるものとする。 

(監視、測定等の体制の整備) 

第１６条 市は、環境の状況を的確に把握し、環境

の保全及び創造に関する施策を適正に実施する

ため、必要な監視、測定等の体制の整備に努める

ものとする。 

(調査の実施) 

第１７条 市は、環境の状況把握等に関する調査そ

の他の環境の保全及び創造に関する施策の策定

に必要な調査を実施するものとする。 

(苦情の処理) 

第１８条 市は、公害その他の環境の保全への支障

に係る苦情の円滑な処理を図るよう努めるものと

する。 

(国及び他の地方公共団体との協力) 

第１９条 市は、環境の保全及び創造を図るための

広域的な取組を必要とする施策について、国及び

他の地方公共団体と協力して、その推進に努める
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ものとする。 

第４章 市民等の参加及び協働による取組 

(情報の提供及び市民等の意見の反映) 

第２０条 市は、環境の状況その他の環境の保全

及び創造に関する情報を適切に提供するよう努め

るとともに、環境の保全及び創造に関する施策に

市民及び事業者の意見を反映させるため必要な

措置を講じるものとする。 

(市民、事業者、民間団体及び滞在者との連携) 

第２１条 市は、環境の保全及び創造に関する施策

を効果的に推進するため、市民及び事業者の参加

及び協力を求める等これらの者との連携に努める

ものとする。 

2 市は、市民、事業者及びこれらの者で構成する

民間の団体(以下「民間団体」という。)並びに滞在

者と協力して、環境の保全及び創造に関する活動

を積極的に推進するための体制の整備に努める

ものとする。 

(環境の保全及び創造に関する教育、学習等) 

第２２条 市は、環境の保全及び創造に関する教

育及び学習の振興並びに啓発活動の充実により、

市民、事業者、民間団体及び滞在者が環境の保全

及び創造についての理解を深めるとともに、これ

に関する活動が自発的に展開できるよう、必要な

措置を講じるものとする。 

(自発的な活動の支援) 

第２３条 市は、市民、事業者、民間団体及び滞在

者が環境美化活動、再生資源の回収に係る活動、

緑化活動、水資源の保護活動等を自発的に行える

よう推進するため、必要な支援を行うよう努める

ものとする。 

(経済的措置) 

第２４条 市は、市民及び事業者が環境への負荷

の低減を図るために行う施設の整備、研究開発、

その他これらに類する活動を促進するため、特に

必要があるときは、助成その他の措置を講じるも

のとする。 

第５章 地球環境保全の推進 

(地球環境の保全の推進) 

第２５条 市は、地球温暖化の防止、オゾン層の保

護、酸性雨の調査等の地球環境保全に関する施策

の推進に努めるものとする。 

(地球環境保全に関する国際協力) 

第２６条 市は、国、他の地方公共団体、市民、事業

者及び民間団体と連携し、地球環境保全に関する

国際協力の推進に努めるものとする。 

第６章 環境審議会 

(設置) 

第２７条 環境基本法(平成５年法律第９１号)第４

４条の規定に基づき、環境の保全及び創造に関す

る基本的事項を調査審議するため、笠間市環境審

議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２８条 審議会は、次に掲げる事項に関し、市長

の諮問に応じて調査審議する。 

(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び

創造に関する基本的事項 

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に

意見を述べることができる。 

(組織) 

第２９条 審議会は、委員３０人以内をもって組織

する。 

(委員) 

第３０条 審議会の委員は、次の各号に掲げる者

のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 民間団体の役員 

(2) 学識経験のある者 

(3) 事業者 

(4) 市議会の議員 

(5) その他市長が適当と認める者 

2 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠

員が生じたときの補欠の委員の任期は前任者の

残任期間とする。 

3 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第３１条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、

委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があると

き、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第３２条 審議会の会議は、会長が招集し、議長と

なる。 

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がな

ければ、開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。 

(委員以外の者の出席等) 

第３３条 会長は、審議会運営上必要と認めた場

合は、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴

き、又は委員以外の者から資料の提出を求めるこ

とができる。 

(庶務) 

第３４条 審議会の庶務は、環境推進部において

処理する。 

(令５条例２・一部改正) 

第７章 補則 

(委任) 

第３５条 この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附則 

この条例は、平成１８年３月１９日から施行する。 

附則(令和５年条例第２号) 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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 笠間市環境審議会への諮問及び答申 

（1） 諮問 
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（2） 答申 
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 笠間市環境審議会 委員名簿 

 

区分 氏名 所属 備考 

民
間
団
体
の
役
員 

菊地 壽代 ごみを考える会 令和７年３月３１日まで 

遠藤 幸子 ごみを考える会 令和７年４月１日より 

増渕 昇 かさま環境を考える会 令和７年３月３１日まで 

小林 惠四郎 かさま環境を考える会 令和７年４月１日より 

丸山 敏彦 笠間市岩間環境美化推進協議会  

学
識
経
験
者 

宮崎 守 笠間市区長会  

池田 昌美 笠間広域森林組合  

野沢 宗嗣 笠間市校長会 令和７年３月３１日まで 

元木 理寿 常磐大学 総合政策学部 会長 

吉武 和治郎 茨城県環境アドバイザー 副会長（令和７年３月３１日まで） 

岸 倫男 茨城県地球温暖化防止活動推進員  

個
人 

藤岡 理香 男女共同参画人材バンク 副会長（令和７年４月１日より） 

井出 ゆかり 男女共同参画人材バンク  

奥村 幸子 男女共同参画人材バンク  

駒﨑 多佳子 男女共同参画人材バンク  

事
業
者 

清水 綾子 
イオンリテール株式会社  

イオン笠間店 
令和７年３月３１日まで 

金澤 裕子 
イオンリテール株式会社  

イオン笠間店 
令和７年４月１日より 

品田 桂子 いばらきコープ生活協同組合  

大津 廣司 笠間焼協同組合 令和７年３月３１日まで 

磨屋 潤 笠間焼協同組合 令和７年４月１日より 

小島 雅弘 株式会社カスミ 環境社会貢献 令和７年３月３１日まで 

伊神 里美 株式会社カスミ 環境社会貢献 令和７年４月１日より 

添田 登 キヤノンモールド株式会社  

照井 傑 株式会社サンメイ  

小林 博文 ジャパンテック株式会社  

中田 智久 株式会社常陽銀行 本店 令和７年３月３１日まで 

綿引 洋平 株式会社常陽銀行 本店 令和７年４月１日より 

佐藤 博文 
東京電力パワーグリッド株式会社 

下館支社 
令和７年６月３０日まで 

末松 雅士 
東京電力パワーグリッド株式会社 

下館支社 
令和７年７月１日より 

議
員 

田村 幸子 笠間市議会議員  

内桶 克之 笠間市議会議員 令和８年１月３１日まで 

坂本 奈央子 笠間市議会議員 令和８年２月１日より 

（敬称略） 
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 策定の経過 

 

年 月日 内容 

２０２４（令和６） １２月５日～１２月２５日 アンケート調査（市民・事業者） 

２０２５（令和７） ２月２５日 令和６年度第１回笠間市環境審議会（諮問） 

５月２８日 庁内ヒアリング 

６月７日 笠間市市民ワークショップ 

６月１７日 事業者ヒアリング 

６月２５日 
事業者ヒアリング 

環境市民団体との意見交換会 

１０月２３日 令和７年度第１回笠間市環境審議会 

２０２６（令和８） １月８日 令和７年度第２回笠間市環境審議会 

１月２９日～２月１７日 

パブリックコメント 

意見提出人数   ２名 

提出された意見  １２件 

３月２４日 令和７年度第３回笠間市環境審議会（答申） 
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 各部の主な取組 

 

本計画において本市が取り組む内容を下表に示します。なお、各部署の具体的な取組内容に

ついては年次報告書に掲載します。 

環境目標ごとに、取組内容を以下の通り色分けしています。 

■田園風景が美しく自然と調和した自然環境 

■住み心地がよく健やかな生活環境 

■地球温暖化防止へ貢献する脱炭素社会 

■資源を有効活用する循環型社会 

■共に考え自ら行動する各主体による協働 

 

（1） 市長公室 

環境要素 施策内容（行動内容） 

各主体との協働 
活動を広報などで紹介・ＰＲ又は表彰するなどしてコミュニティ活動への参加意識

の高揚を促進します。 

 

（2） 政策企画部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

持続可能な 

まちづくり 

公共交通機関や自転車の利用促進、相乗りの励行など、自動車の利用抑制に関す

る普及啓発に努めます。 

持続可能な 

まちづくり 
駅など公共施設を拠点としたシェアリングモビリティの導入・拡充を図ります。 

 

（3） 総務部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

再生可能 

エネルギー 

公共施設における、再エネ由来電力の積極的活用と再生可能エネルギー（太陽光

など）設備の積極的な導入、防災能力の向上を見据えた蓄電池導入を推進しま

す。 

持続可能な 

まちづくり 

公用車のＥＶ（電気自動車）、ＦＣＶ（燃料電池車）など低燃費車両への移行を推進し

ます。 

 

（4） 環境推進部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

生物多様性 
自然観察会などの開催を通じ、地域の生態系を知るとともに、自然保護意識の高

揚・啓発を図ります。 

環境管理・ 

公害防止 

野焼きの防止のため、家庭ごみの適正な処理方法について広報や回覧等により継

続的に周知するとともに、近隣に対する配慮を促すなどの指導の徹底に努めま

す。 

環境管理・ 

公害防止 

茨城県と協力し、事業所への立ち入り調査を実施し、発生源に対する規制や指導

の強化に努めます。 

廃棄物 資源物の団体回収など、市民の自主的な活動を支援します。 
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（5） 保健福祉部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

気候変動への 

適応 

熱中症による健康被害を低減するため、熱中症警戒アラートやクーリングシェルタ

ーの周知、熱中症予防の普及啓発に努めます。 

 

（6） 産業経済部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

生物多様性 
森林の適正管理と植林・植栽・間伐の促進によるＣＯ₂吸収源の確保により温室効

果ガスの削減を図ります。 

生物多様性 

関係機関と連携し、有機農業をはじめとした「環境にやさしい農業」に取り組む農

家を支援し、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減活

動の促進等に関する法律」に基づく「環境負荷低減事業活動実施計画」の認定（通

称：みどり認定）の推進に努めます。 

環境管理・ 

公害防止 

農林業に伴う剪定枝等の適正な処分方法及び使用済み農業用ビニールなどの適

正処理について、定期的に区長及び農家組合を通じて回覧するなど、周知・指導

の徹底に努めます。 

 

（7） 都市建設部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

自然景観 
屋外広告物については、街並みを損ねることがないよう適正な規制・誘導を図る

とともに、街の美観を損ねる違法看板の撤去に努めます。 

環境管理・ 

公害防止 
街路樹や植栽帯など緩衝地帯の設置を推進します。 

 

（8） 上下水道部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

環境管理・ 

公害防止 

公共下水道及び農業集落排水事業区域以外の区域においては、合併浄化槽の設

置助成に努め普及を強力に推進するとともに、浄化槽の機能を維持するため、定

期的な検査など適正な維持管理方法の普及啓発に努めます。 

 

（9） 教育部 

環境要素 施策内容（行動内容） 

生物多様性 学校給食への地場農産物の提供を拡大し、地産地消を推進します。 

環境教育・学習 
地域への愛着をもち、環境保全の大切さを理解するため、環境教育・環境学習を

推進します。 
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 環境指標一覧 

 

本計画の進捗状況を評価する環境指標の一覧を下表に示します。 

環境目標ごとに、環境指標を以下の通り色分けしています。 

■田園風景が美しく自然と調和した自然環境 

■住み心地がよく健やかな生活環境 

■地球温暖化防止へ貢献する脱炭素社会 

■資源を有効活用する循環型社会 

■共に考え自ら行動する各主体による協働 

 

環境指標 単位 
現状 

（R６） 

目標値 

（R12） 

自然共生サイト認定サイト数 箇所 0 ３ 

笠間市における３０by３０達成状況 

（自然環境エリアの保全） 
％ 26.6 30 

環境保全の重要性啓発を目的とした植樹面積 ha 10 12 

市民と行政の協働による維持管理公園 箇所 7 7 

合併浄化槽（処理人口普及率） ％ 29.6 34.3 

河川の水質基準達成率 ％ 90.7 100 

特定施設におけるダイオキシン類の排出基準達成率 ％ １００ 100 

ごみ集積ボックス新設・改築 箇所 １８ 20 

犬猫収容頭数 頭 119 70 

市有施設への太陽光発電設備の設置（性質上適しない

施設を除く）【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計

画】 

％ 13.1 50 

市で調達する電力における再生可能エネルギーの割合 

【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画】 
％ 1.1 60 

市の事務・事業により排出される温室効果ガス排出量

削減割合（２０１３（平成２５）年度比）【笠間市役所地球温

暖化対策率先実行計画】 

％ ▲8.4 51 

一般廃棄物の焼却及び下水道等の処理により排出され

る温室効果ガス排出量削減割合（２０１３（平成２５）年度

比）【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画】 

％ 9.9 15 

市補助による住宅用太陽光発電・蓄電システム設置件数 件/年 53 ６０ 

市域の温室効果ガス排出量削減割合（２０１３（平成２５）

年度比）【笠間市地球温暖化対策実行計画（区域施策

編）】 

％ 
25 

(R4) 
46 

市有施設への LED 照明の導入割合 

【笠間市役所地球温暖化対策率先実行計画】 
％ 24.5 100 

ノーマイカー普及啓発参加者数 

【笠間市地域公共交通計画】 
人/年 8,215 ９,100 

公共交通利用者数（鉄道）【笠間市地域公共交通計画】 人/日 5,725 6,000 
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環境指標 単位 
現状 

（R６） 

目標値 

（R12） 

公共交通利用者数（路線バス・周遊バス・デマンドタクシ

ー）【笠間市地域公共交通計画】 
人/年 145,509 200,400 

シェアサイクル・レンタサイクル等利用台数 

【笠間市地域公共交通計画】 
台/年 2,942 3,300 

クーリングシェルター施設数 施設 38 １００ 

１人１日当たりごみ焼却量 g/人/日 753 659 

一般廃棄物の出口循環利用率（ごみの再資源化率） ％ 8.3 14.5 

プラスチック分別に関する仕組みの構築 - 検討中 構築 

環境関連行事参加者数 人/年 839 850 

笠間市環境サポーター制度登録人数 人 219 600 
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 用語集 

 

【数字、A～Z】 

30by30（サーティ・バイ・サーティ）目標 

２０３０（令和１２）年までに陸と海の３０％以上

を自然環境エリアとして保全するという目標。 

 

４R 

ごみになるものを断つ発生回避（Refuse/リフ

ューズ）、ごみの発生抑制（Reduce/リデュース）、

再利用（Reuse/リユース）、再生利用（Recycle/

リサイクル）の頭文字を取って名付けられた造語で、

廃棄物の減量とリサイクルに向けた取組を表す。 

 

ＴＮＲ活動 

飼い主のいない猫に対して、捕獲（Trap）、不妊

去勢手術（Neuter）、元に戻す（Return）を実施

することで、一代限りの命を全うさせ、地域の猫

の繁殖を抑制する活動。 

 

【あ～お】 

アスベスト 

天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、石綿（せ

きめん、いしわた）とも呼ばれる。断熱性や耐摩耗

性といった特性を持っていることから建材などに

使用されてきたが、呼吸により肺の中に入ること

で肺線維症（じん肺）などの病気を引き起こすおそ

れがあることから、現在は製造等を禁止されてい

る。 

 

茨城エコ事業所登録制度 

茨城県が運営する環境マネジメントシステムで、

環境にやさしい取組を行う事業所を登録し、その

取組を広く県民に紹介する制度。 

 

茨城エコ・チェックシート 

茨城県の「いばらきエコスタイル」Ｗｅｂサイトで

提供されている、日常で手軽に取り組むことので

きるエコな行動を確認できるチェックシート。 

 

ウェルビーイング 

「身体的な健康」、「精神的な健康」、「社会的充

足感」の３つの要素が満たされている状態のこと。 

 

エコクッキング 

地産地消、必要な分だけ購入するなど、環境に

配慮した買い物から、食材を無駄なく利用した料

理、ごみの分別とリサイクルを考慮した片付けな

どの取組。 

 

エコショップ 

環境にやさしい商品の販売やごみ減量化・リサ

イクル活動に積極的に取り組んでいる店舗。茨城

県及び笠間市を含む各市町村において、エコショ

ップの認定申請を受け付けている。 

 

エコドライブ 

急発進や急加速の回避、アイドリングストップな

ど、燃料消費量や CO2 排出量を減らし、地球温暖

化防止につなげる運転技術や心がけのこと。 

 

温室効果ガス 

大気中の成分のうち、二酸化炭素（CO２）やメタ

ン（CH４）、一酸化二窒素（N２O）、フロン類など、

大気中の熱（赤外線）の一部を吸収する性質を持

つガスのこと。地表から放出された熱が逃げにく

くなることにより、気温が上昇する「温室効果」を

もたらす。 

 

【か～こ】 

カーボンニュートラル 

人間活動により排出される二酸化炭素などの

温室効果ガスの排出量と、森林などによる吸収量

を均衡させ、その排出量を実質的にゼロにするこ

と。 

 

笠間市都市公園グリーンパートナー制度 

公園の美化、維持管理等を行う地域の団体に対

し報奨金を交付することで、市民が公園を快適か

つ安全に利用できるようにするとともに、市民の

自主的な活動の推進を図る制度。 

 

環境サポーター制度 

環境保全活動に賛同する市民に、市の環境情報

を発信する SNS（Ｆａｃｅｂｏｏｋや Instagram）を

フォローしてもらうことで、環境保全活動の活性

化を図る制度。 

 

 

環境マネジメントシステム 

組織や事業者が環境保全に関する取組を自主

的に進めるための体制・手続き等の仕組みのこと。 

 

環境ラベル 

製品やサービスの環境的側面について、購入者

に伝える文言やシンボル、図形、図表などのこと。 

 

クリーンエネルギー自動車 

電気自動車（EV）やハイブリッド自動車（HV）、

プラグインハイブリッド自動車（PHEV）など、走行

時に排出する温室効果ガスが少ない、あるいは全

く排出しない、環境にやさしい自動車のこと。 

 

交通流 

道路を走る車両の動きや流れのこと。 
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コモンフォレスト 

森林を特定の個人や企業のものでなく、みんな

の共有財産として次世代に残していくことを目的

に自然再生や保全活動を行う場所。 

 

【さ～そ】 

再生可能エネルギー 

太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスなど、永続

的に利用ができるエネルギーのこと。 

 

産業革命 

１８～１９世紀にイギリスを中心に始まった、技

術革新による産業の発展及びこれに伴う社会・経

済の大改革のこと。 

 

シェアサイクル 

自転車をシェア（共有）し、必要なタイミングで自

転車を利用する仕組みのこと。 

 

循環経済（サーキュラーエコノミー） 

資源投入量や消費量を抑制し、限りある資源を

持続可能な形で利用する経済活動のこと。 

 

水源涵養 

森林において、雨水が土壌に浸透して蓄えられ、

時間をかけて流れていくことによる、渇水や洪水

の緩和や、水質の浄化といったはたらきのこと。 

 

生物多様性 

生きものがもつ様々な個性やつながりのこと。 

 

ゼロエミッション 

製品の製造過程で発生する廃棄物等をリサイク

ルしたり、他の産業の原料として活用したりするこ

とにより、最終的に廃棄物の排出をゼロにするこ

と。 

 

線形経済（リニアエコノミー） 

製品を製造し、利用後に廃棄する大量生産・大

量廃棄型の経済活動のこと。 

 

ソーラーカーポート 

駐車場を活用した太陽光発電設備のこと。 

 

【た～と】 

ダイオキシン類 

ポリ塩化ジベンゾジオキシン（PCDDｓ）、ポリ塩

化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦｓ）、コプラナーポリ塩化

ビフェニル（Ｃｏ-ＰＣＢｓ）という３種類の物質群の

総称で、物が燃焼する際に発生する。多量にばく

露することで、健康への影響が懸念される。 

 

地域循環共生圏 

地域資源を活用して環境・経済・社会を良くして

いく事業（ローカル SDGs 事業）を生み出しつづ

けることで地域課題を解決していき、自立した地

域の形成と、地域の個性を生かして地域同士が支

え合うネットワークの形成による「自立・分散型社

会」を示す考え方。 

 

デマンドタクシー 

利用者の予約（デマンド）に応じて経路や時刻を

変えて運行する、事前予約制の乗り合いタクシー。 

 

特定外来生物 

海外起源の外来種のうち、生態系や人の生命・

身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、または及

ぼすおそれがあるもの。笠間市では、オオキンケイ

ギクやツヤハダゴマダラカミキリ、アライグマなど

が確認されている。 

 

【は～ほ】 

ビオトープ 

生物が生息する空間のこと。池沼、湿地、草地、

里山林など様々なタイプのビオトープがある。 

 

ペロブスカイト太陽電池 

ペロブスカイト結晶構造を持つ材料を用いた次

世代型太陽電池の総称。軽量・柔軟といった特徴

を持ち、再生可能エネルギーの導入拡大と地域共

生を両立するものとして期待されている。 

 

ボトルｔｏボトル水平リサイクル 

使用済みペットボトルを新たなペットボトルに再

生し繰り返しリサイクルし続けること。 

 

【ま～も】 

緑のカーテン 

グリーンカーテンとも呼ばれる、植物を建築物

の外側でカーテン状に生育させたもの。直射日光

を遮り室内の温度上昇を抑える、植物の蒸散作用

によって気温がわずかに下がるといった効果があ

る。 

 

【ら～ろ】 

リターナブル容器 

再利用できる容器のことで、環境負荷の低減や

資源の節約といった効果がある。 
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